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○議長（茅沼隆文） 

  皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達して

おりますので、これより平成２８年開成町議会９月定例会議（第３日目）の会議を開

きます。 

                    午前 ９時００分 開議 

○議長（茅沼隆文） 

早速、本日の日程に入ります。 

本日は、決算認定について、一般会計から特別会計まで順次、説明を担当課長に求

める予定としております。よって、町三役、部長の方々は出席をしておりませんので、

御承知おき願います。 

それでは、昨日に引き続き、認定第１号 決算認定について（一般会計）から認定

第７号 決算認定について（水道事業会計）まで、及び議案第３９号 平成２７年度

水道事業会計未処分利益剰余金処分についての計８議題を一括議題といたします。  

日程第１ 認定第１号 決算認定について（一般会計）の細部説明を順次、担当課

長に求めます。 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

それでは、議案を朗読いたします。 

認定第１号 決算認定について。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度開成町一般会計歳入歳出

決算は別冊のとおりにつき、監査委員の意見をつけて認定を求めます。  

平成２８年９月６日提出、開成町長、府川裕一。 

それでは、決算書、表紙の次のページをお開きください。 

まず、決算に係る手続について、御説明を申しあげます。 

上段の部分は、地方自治法第２３３条第１項の規定により、一般会計ほか五つの特

別会計の歳入歳出決算書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書が平成２８年

７月８日に会計管理者から町長に提出された際の書面になってございます。 

下段の部分は、提出された決算書類等を地方自治法第２３３条第２項の規定に基づ

いて、平成２８年７月１４日に町長が監査委員に提出し審査を求めた際の書面でござ

います。 

次のページをお開きください。 

町長から監査委員に提出されました一般会計及び特別会計に関する決算書類等に

ついて、地方自治法第２３３条第２項及び２４１条第５項の規定に基づき実施された

決算審査に関する意見書が、諸点の指摘を含め、平成２８年８月４日に監査委員から

町長に提出されております。 

４ページ先へとお進みください。 

続いて、平成２８年６月２０日に地方公営企業法第３０条第２項の規定により、水

道事業会計に係る決算書類が町長から監査委員に提出された際の書面でございます。 
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右のページになります。 

提出された水道事業会計に係る決算書類等に対して、地方公営企業法第３０条第２

項の規定に基づき実施された決算審査に関する意見書が、指摘を含め、平成２８年８

月４日に監査委員から町長に提出されてございます。 

次のピンクの差し込みをお開きください。 

平成２７年度開成町一般会計歳入歳出決算書、続いて１ページになります。  

一般会計歳入歳出決算総額、歳入。歳入予算現額５１億６，２１０万１９２円、歳

入決算額５２億５３５万６，０７７円。歳出、歳出予算現額５１億６，２１０万１９

２円、歳出決算額４８億８，２７２万７，０４５円。歳入歳出差引額３億２，２６２

万９，０３２円、うち基金繰入額０円。 

平成２８年９月６日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、府川裕一。 

次の２ページ、３ページをお開きください。 

平成２７年度一般会計歳入歳出決算書、歳入になります。１款町税から４ページ、

５ページ、２０款町債まで、歳入合計、予算現額５１億６，２１０万１９２円、調定

額５２億６，３２４万４，０７２円、収入済額５２億５３５万６，０７７円、不納欠

損額４１４万３，８２４円、収入未済額５，３７４万４，１７１円、予算現額と収入

済額との比較４，３２５万５，８８５円となりました。 

次のページをお開きください。 

歳出は、１款議会費から８ページ、９ページ、１３款予備費まで、歳出合計、予算

現額５１億６，２１０万１９２円、支出済額４８億８，２７２万７，０４５円、翌年

度繰越額１億６６４万９，４４８円、不用額１億７，２７２万３，６９９円、予算現

額と支出済額との比較２億７，９３７万３，１４７円となりました。歳入歳出差引残

額は、３億２，２６２万９，０３２円です。 

それでは、歳入歳出事項別明細につきまして、順次、御説明申しあげます。決算書

を参照しながら、歳入歳出決算事業別説明書を議題に御説明をさせていただきます。 

決算書は１２ページ、１３ページ、事業別説明書２ページ、３ページをお開きくだ

さい。 

○参事兼税務窓口課長（鳥海仁史） 

それでは、一般会計の歳入、町税から御説明をいたします。 

町税の個人町民税からになります。均等割、所得割ともに堅調な伸びを示しており

ます。分離譲渡は、土地の売却等により、ここのところ２，０００万円前後で推移を

してございます。 

法人町民税は、平成２６年度の地方税法の改正により、地方法人課税の偏在是正措

置として法人住民税の法人税割税率を記載のとおり引き下げる措置が行われてござ

います。なお、均等割につきましては３１５社、４，２３８万３，７００円、法人税

割額の納付は１２５社、６，７９４万９００円でございました。 

続きまして、固定資産税は平成２７年度が評価替えの初年度でございました。土地

については、南部地区土地区画整理事業の土地に対しまして、みなし課税を適用した
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ため、税額が伸びてございます。家屋については、評価替えの減価の影響により前年

より減収となってございます。償却資産については、大規模な新規のものがないため

に、減価償却による減額となってございます。 

続きまして、軽自動車税、１ページおめくりください。軽自動車税になりますが、

平成２６年３月の税法改正によりまして、一旦は税率が上がるような措置がとられま

した。しかし、昨年の３月末の税法改正により税率の上昇が１年延期された関係で、

昨年６月の議会で減額補正をお認めいただいているところであります。なお、税金に

つきましては、例年並みの伸びとなってございます。 

続きまして、町たばこ税でありますが、スーパーやコンビニでの販売が堅調であり

まして、平成２７年度も対前年比４００万円の増となってございます。 

続きまして、利子割交付金、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金の三つの交

付金でございますが、こちらにつきましては、いずれも県民税の一部を本町の県民税

の額で按分して県から交付されているものでございます。 

以上です。 

○財務課長（田中栄之） 

一段戻っていただきまして、２款地方譲与税になります。地方揮発油譲与税１，０

９２万７，０００円でございます。国税として徴収されます揮発油税の全額の１００

分の４２が市町村の道路延長及び面積に応じて交付をされてございます。  

続いて、その一つ下になります、自動車重量譲与税２，５０４万６，０００円。こ

ちらも、本来は国税として徴収される自動車重量税の３分の１が地方に交付をされる

というものでございますけれども、平成２２年度からは暫定税率の２分の１を軽減す

る措置がとられておりますので、その分を地方に負担がかからないよう自動車重量税

の１，０００分の４０７で交付をされてございます。交付は年３回ということになっ

てございます。 

○参事兼税務窓口課長（鳥海仁史） 

申しわけございません。続きまして、利子割交付金から株式等譲渡所得割交付金で

ございます。三つの交付金でございますが、これは、いずれも県民税の一部を本町の

県民税の額で按分して交付されているものでございます。一応、アベノミクスの景気

の対策等もございまして、株式の譲渡の関係につきましては、ここ数年、こちらのよ

うな金額で推移をしているようなところでございます。 

○財務課長（田中栄之） 

続きまして、６款地方消費税交付金になります。３億２６３万円。消費税８％のう

ち１．７％は、地方消費税として都道府県が収納してございます。そのうち２分の１

が人口と従業員数等の割合で市町村に交付をされております。こちらは、消費税率の

改正の影響が通年化されたことによりまして、前年度比で見ますと１億１，６４４万

８，０００円、割合では６２．５％ということで、大きな伸びを示しているところで

ございます。なお、そのうち１億２，０９３万８，０００円は、社会保障４経費に要

した費用となってございます。 
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続いて、７款自動車取得税交付金です。こちらは都道府県が自動車の取得に対して

課する税でありまして、県収納額の６６．５％が市町村の道路延長及び面積に応じて

交付をされてございます。こちらも、年３回ということで交付をされてございます。 

説明書では、次のページに移らせていただきます。本誌では１６ページになります。 

８款地方特例交付金、一つ目、減収補填（住宅ローン減税分）特例交付金です。１，

３１１万６，０００円。こちらは、平成２０年度から、所得税から控除し切れない住

宅ローン控除分を住民税から控除する措置がとられておりますので、その住民税の減

収分を補填するために交付されるものでございます。年２回の交付となってございま

す。 

９款地方交付税、一つ目、特別交付税３，３０５万円。交付税総額の６％が特別交

付税として交付をされてございます。主な内容としましては、緊急の財政需要、特に

近年では台風等自然災害による被害あるいは地震等、こういったものに対して財源不

足の見合い額として算定され交付されるものでございます。 

二つ目、普通交付税です。２億８，８４７万２，０００円。地方交付税は、本来、

地方の税収とするべきでございますけれども、団体間の財源の不均衡を調整するため

に、財源を保障する見地から国税として国がかわって徴収をしまして、一定の合理的

な基準によって各地方公共団体に再配分をするというものでございます。こちらは、

年４回の交付になってございます。 

○危機管理担当課長（渡邊雅彦） 

続きまして、交通安全対策特別交付金になります。こちらにつきましては、２４７

万１，０００円。こちらは、交通反則金を原資といたしまして、道路交通安全施設整

備のための経費として交付されております。年２回の交付になっております。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

続きまして、分担金及び負担金、負担金、民生費負担金、児童福祉費負担金、１番、

２番、１点目、２点目は、放課後児童利用保護者負担金でございます。こちらについ

ては、放課後児童クラブの保護者の負担金でございまして、１点目が現年度分、２点

目が過年度分となっております。徴収率については、それぞれ９８．５％、それから

９８．７％といった状況になってございます。 

３点目、４点目、子ども・子育て支援給付費保護者負担金、それから保育所運営費

保護者負担金滞納繰越分ということでございます。こちら、名称が異なりますが、制

度が変わったという形の中で異なる名称となっております。どちらについても、保育

所保育料の保護者の負担金でございます。徴収率については、３番目が現年度分とい

うことで９８．８％、４番目が過年度分ということで５２．０％となってございます。  

○環境防災課長（山口健一） 

続きまして、２目、衛生費負担金でございます。予算書では１８ページ、１９ペー

ジになります。生ごみ処理機設置費負担金になります。３種類のキエーロ、３６件分

でございます。昨年度より３４件、増加しております。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 
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続きまして、教育費負担金、幼稚園費負担金、１点目、のびのび子育てルーム事業

利用保護者負担金、２点目がそれの過年度分という形になってございます。開成幼稚

園で実施している、３歳児の健やかな成長等を目的として実施するのびのび子育てル

ーム事業の保護者負担金でございます。月額、１人につき２，０００円という形にな

ってございます。徴収率については、現年度分が９９．９％、過年度分については１

００％となってございます。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

続きまして、１２款使用料及び手数料でございます。 

まず、総務管理使用料ということで、町民センター使用料です。こちらにつきまし

ては、町民センターの各部屋を団体等へ開放いたしまして、町民等のコミュニティの

場の提供等を行っております。 

以上です。 

○財務課長（田中栄之） 

二つとばしまして、細節４、自動販売機設置料。こちらは、役場庁舎と町民センタ

ーに設置をされております自動販売機８台分の設置料となってございます。  

続いて、５番、公有地使用料。開成駅東側町有地使用料、その他になってございま

す。 

○産業振興課長（遠藤孝一） 

三つとびまして、瀬戸屋敷使用料。瀬戸屋敷の主屋、土蔵ほかの施設使用料でござ

います。 

次に、瀬戸屋敷駐車場使用料。あじさいまつり期間中の瀬戸屋敷駐車場使用料でご

ざいます。 

１ページおめくりください。 

○財務課長（田中栄之） 

続きまして、４目土木使用料、細節１、町営住宅使用料現年度分及び２番が滞納繰

越分でございます。町営住宅使用料につきましては、計４４世帯分の徴収額となって

ございます。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

続きまして、六つほどとびまして、教育使用料の中の幼稚園使用料でございます。

１番、２番が幼稚園保育料の関係でございます。１番が現年度分、２番が滞納繰越分

という形になってございます。基本的な幼稚園保育料については、月額５，５００円

という形になってございます。徴収率については、現年度分が９９．１％、滞納繰越

分が７５．０％となってございます。 

続きまして、３番、４番が預かり保育料でございます。開成幼稚園で実施する預か

り保育料の３番目が現年度分です。４番目が滞納繰越分です。この保育料については、

１日につき５００円という形になってございます。 

○自治活動応援課長（遠藤直紀） 

続きまして、４節保健体育使用料、１、夜間照明使用料になります。収入済額３６
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万５，０４０円でございます。こちらにつきましては、文命中学校グラウンド及びテ

ニスコート、それから開成南小学校グラウンドの計１２４回の夜間照明使用料となっ

ております。なお、この説明書では、文命中学校テニスコートの後ろに１１回という

記載がございますが、大変恐縮ですが、この場で削除したいと思います。  

○参事兼税務窓口課長（鳥海仁史） 

それでは、四つとばしまして、手数料、総務手数料の徴税手数料でございます。項

番２の督促手数料でございますが、こちらにつきましては督促状を発行したものにつ

いての督促手数料となってございます。前年度比２０２件の減となってございますが、

ここ数年の傾向といたしましては、督促状自体の発送が減少傾向にあるものでござい

ます。 

○環境防災課長（山口健一） 

三つとばしまして、２目衛生手数料でございます。保健衛生手数料、まず、し尿処

理手数料現年度分でございます。くみ取り世帯及び工事現場等の仮設トイレのくみ取

り手数料でございます。徴収率９９．６％。 

続きまして、滞納繰越分です。こちらは、徴収率５４．４％ということで、現年分、

滞納繰越分を合わせまして、年度末には１万２，２２２円の未収額となってございま

す。 

続きまして、粗大ごみ収集手数料でございまして、受付件数延べ１，２４５件で、

前年度より４６件増加しております。 

続きまして、犬の登録等手数料です。新規登録、再発行の鑑札及び狂犬病予防注射、

登録済証の発行手数料になります。前年度比１１万８，０９０円の増となってござい

ます。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

説明資料の次のページをお開きください。 

上から五つとばしまして、教育手数料、幼稚園手数料、１、幼稚園入園料でござい

ます。こちらは開成幼稚園の入園料でございまして、１人につき３，０００円でござ

います。平成２７年度当初入園児童が９０名、年度途中で入園した児童が４名分とい

うことでございます。 

○保険健康課長（亀井知之） 

続いて、一つとんで国庫支出金になります。国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫

負担金、国民健康保険・保険基盤安定制度国庫負担金１，１３３万２，２１５円。低

所得者に係る保険税を軽減したうちの保険者支援分の国負担分２分の１でございま

す。こちらは、国保の広域化を睨んで、公費の拡充による制度の基盤強化を目的とし

ているものでございます。 

続いて、その下、介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金６８万９，０７０円。こ

ちらは、低所得者の保険料負担軽減を目的とした保険者への国負担２分の１でござい

ます。こちらは、消費税の増税に伴い、低所得者に対して公費を支出し低所得者の支

援を行うものでございます。 
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○福祉課長（小宮好徳） 

続きまして、節になります、障がい者介護給付費等負担金、細節があって障がい者

自立支援給付費負担金でございます。こちらは、施設・居宅サービス等を受ける方へ

の介護給付。介護給付には、居宅介護や療養介護、生活介護等がございます。こちら

は、補助率が２分の１でございます。 

２の障がい者自立支援医療費負担金で、更生医療になります。こちらは、身体障が

い者、１８歳以上の方が対象でございます。 

３の育成医療でございます。こちらは、１８歳未満の方が対象となってございます。 

４番の障がい者自立支援医療費の療養介護医療でございます。こちらは、病院など

の医療機関に入院している方が対象となってございまして、機能訓練や療養上の管理

等でございます。 

続きまして、児童福祉費負担金、障がい児通所給付費負担金でございます。こちら

は、児童福祉法に基づく障がい児通所給付費でございます。こちらは、放課後等デイ

サービス、児童発達支援等が対象でございます。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

続きまして、児童福祉費負担金の２点目の児童手当負担金でございます。中学校修

了前までのお子さんがいる家庭に対して支給した児童手当に対する国の負担金でご

ざいます。 

細節３番、子ども・子育て支援給付費国庫負担金でございます。こちらは、子ども・

子育て新制度の中で保育所入所措置を行った者に対する給付費でございます。負担率

は、国が定める基準額の２分の１となってございます。 

○保険健康課長（亀井知之） 

一つとんで、衛生費国庫負担金、養育医療費負担金でございます。こちらは、未熟

児養育医療費の公費負担分に対する国の負担２分の１でございます。体重２，０００

グラム以下、または身体の発育が未熟なお子さんの入院医療助成に係る公費負担とな

ております。 

○福祉課長（小宮好徳） 

続きまして、国庫補助金でございます。民生費国庫補助金、地域生活支援事業費補

助金でございます。こちらは、訪問入浴サービスと移動支援、日中一時支援事業費が

対象でございます。 

その下の臨時福祉給付金給付事業費補助金でございます。こちらは、事務費補助金

と給付費補助金でございまして、補助率が１０分の１０、支給額は６，０００円支給

してございます。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

続きまして、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金でございます。消費税率

引き上げの影響を踏まえ、国の施策として前年度に引き続き実施された臨時的な給付

金に係る歳入でございます。１番が事務費の補助金、２番が給付費の補助金という形

になっております。補助率については、それぞれ１０分の１０という形でございます。 
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説明書は、次のページをお開きください。 

民生費国庫補助金、地域子ども・子育て支援事業費補助金でございます。１、地域

子ども・子育て支援事業費補助金、子ども・子育て支援法５９条に位置付けられた事

業に対する補助金でございます。保育所が行う延長保育事業等、合計７事業について、

国が補助率３分の１という形の中で補助をされたものでございます。 

○街づくり推進課長（山口一夫） 

続きまして、二つとびまして、土木費国庫補助金でございます。都市計画費補助金、

社会資本整備総合交付金９８２万１，０００円でございます。これは地域の住宅政策

の実施に伴う事業に対する補助金で、建築物の耐震改修促進事業等が補助率４５％、

狭あい道路整備事業に関するものが補助率５０％となってございます。  

次に、道路橋りょう費補助金、社会資本整備総合交付金３，３２４万７，０００円

でございます。こちらは、道路を中心とした基盤整備及び関連するインフラ整備事業

に対する交付金でございます。対象事業は記載のとおりでございまして、補助率が５

５％でございます。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

続きまして、教育費国庫補助金です。特別支援教育就学奨励費補助金でございます。

こちらは小・中学校がございます。特別支援学級に在籍しております児童・生徒の保

護者への支援のための国庫補助金となってございます。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

続きまして、幼稚園費補助金、１、幼稚園就園奨励費補助金でございます。保護者

の経済的負担等を図ることを目的に、私立幼稚園に対して所得に応じて補助した際に

国から一定の基準の中で補助率３分の１という形の中で補助されているものでござ

います。 

○企画政策課長（岩本浩二） 

続きまして、総務費国庫補助金、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金でご

ざいます。こちらの交付につきましては、国の平成２６年度補正予算におきまして地

域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金が設けられまして、そのうちの地域消費喚

起、生活支援型交付金を、中井町を除く足柄上地区１市４町が連携して広域で利用で

きるプレミアム付き商品券発行事業を行いましたので、農業振興の方に充当しており

ます。 

続きまして、地方創生先行型交付金でございます。こちらにつきましても先ほどと

同様の交付金でございまして、その中の地方創生先行型交付金を企画政策課の総合戦

略策定事業、定住プロモーション推進事業、あわせまして児童福祉総務費の子育て環

境充実支援事業に充当してございます。 

○参事兼税務窓口課長（鳥海仁史） 

続きまして、個人番号カード交付事業費等補助金でございます。二つございまして、

まず一つ目といたしましては個人番号カード交付事業費補助金。こちらについては、

地方公共団体情報システム機構に対して委託する通知カード及び個人番号カード関
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連事務に要する費用に相当する国費負担分ということでございます。一応、全てを地

方公共団体情報システム機構に支出してございます。 

続きまして、個人番号カード交付事務費補助金でございます。こちらについては、

個人番号カードの交付事務に必要な経費の国庫負担分となってございます。この二つ

の個人番号関連の補助金につきましては、補助率１０分の１０となってございます。 

○企画政策課長（岩本浩二） 

続きまして、地域再生戦略交付金でございます。地域再生法に基づきます地域再生

制度におきまして、開成町北部地域の農業振興、農地の保全、人口減少、高齢化に対

応した地域活力創出を目標とする北部地域活性化計画、この策定につきまして、内閣

府から交付決定がなされましたため、農業振興費、地域再生計画策定事業費に充当し

てございます。 

○参事兼税務窓口課長（鳥海仁史） 

続きまして、委託金でございます。一つとびまして、民生費委託金の社会福祉費委

託金、国民年金事務費交付金でございます。こちらにつきましては、国民年金事務に

係る人件費、資格取得・喪失等の経費の国費負担分となってございますが、昨年度に

つきましては制度改正に伴うシステム修正分の補助がございました。こちらがあった

関係で４２０万ということで、例年になく多い金額となってございます。補助率は１

０分の１０となってございます。 

○産業振興課長（遠藤孝一） 

二つとびまして下から２番目、農業者年金事務費委託金。これは、農業者年金業務

委託手数料、農業者年金受給者数は１０名でございます。 

一番下、農地中間管理事業費委託料、神奈川県農業公社からの受託業務に対する手

数料でございます。 

１４ページをお願いします。 

○保険健康課長（亀井知之） 

決算書は２８ページになります。 

県支出金でございます。県負担金、民生費県負担金、保険基盤安定負担金、国民健

康保険・保険基盤安定制度県負担金。これは、先ほどの国費同様、低所得者に係る保

険税軽減分のうちの県負担分等でございます。 

続いて、後期高齢者医療保険安定制度県負担金。こちらは、低所得者に係る保険料

の軽減分を被用者保険の被扶養者だった者に係る保険料軽減分の県負担分というこ

とで、低所得者の保険料軽減分を公費で補填するものです。市町村は４分の１を負担

することになります。 

続いて、その下、介護保険低所得者保険料軽減県負担金。これも、先ほどの国費同

様、消費税増に伴う低所得者の保険料負担軽減を目的とした県負担分４分の１でござ

います。 

○福祉課長（小宮好徳） 

続きまして、障がい者介護給付費でございます。こちらの３項目と、その下の児童
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福祉費負担金の障がい児通所給付費負担金、こちらは、国庫にもございましたけれど

も、県のほうでは補助率は４分の１となってございます。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

続きまして、児童福祉費負担金の細節２番、児童手当県負担金でございます。中学

校修了前までの児童がいる家庭に対して支給した児童手当に対する県の負担金でご

ざいます。 

３番、子ども・子育て支援給付費県負担金でございます。保育所入所措置を行った

者に対する給付費の県負担金でございます。負担率は、基準額の４分の１となってご

ざいます。 

○福祉課長（小宮好徳） 

続きまして、県補助金でございます。民生費県補助金、社会福祉費補助金、１番の

民生（児童）委員活動費補助金でございます。こちらは、民生委員協議会の活動費補

助として補助されてございます。１０分の１０でございます。 

二つ目の老人クラブ活動費補助金、これは県の基準単価にクラブ数等を掛けて算出

されてございます。補助率は３分の２でございます。 

３番目の在宅障がい者福祉対策推進事業費補助金、こちらは在宅障がい者に対する

住宅改修費用として、補助率は２分の１でございます。 

４番目の重度障がい者医療費補助金、こちらは、重度障がい者に対する入院、通院

等に係る自己負担分に対する助成でございます。 

その下の障がい者自立支援事業費等補助金、１番の地域生活支援事業費補助金でご

ざいます。こちらは、２分の１が補助されてございます。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

続きまして、児童福祉費補助金、１点目、民間保育所運営費補助金でございます。

民間保育所の経営の安定化を図るために、保育所が過去に実施した施設整備の借り入

れ償還金に対する補助金でございます。補助率は２分の１でございます。  

２番、ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金でございます。ひとり親家庭等の方

に対する医療費の助成でございまして、補助率は医療費と審査手数料を合わせた２分

の１になってございます。 

３点目、小児医療助成事業費補助金でございます。中学校までのお子さんに対する

医療費の負担をしたものに対しての県の補助でございます。補助率は、医療費及び審

査手数料を合わせた２分の１となってございます。 

４点目、届出保育施設利用者支援事業費補助金でございます。こちらは、町内の私

設保育施設に対し、入所児童の健康診断受診費等を助成した事業に対して県が助成を

するものでございます。補助率は、基準額の３分の１となってございます。  

５番目、保育緊急確保事業県費補助金でございます。保育所の健康管理体制充実の

ため、保育所で看護師の雇用を行った場合に、その雇用経費について助成するもので

ございます。補助率は、県が定める基準額の２分の１でございます。 

６点目、地域子ども・子育て支援事業費補助金でございます。子ども・子育て支援
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法に位置づけられた事業に対する県の補助金でございます。記載の７事業を対象とし

て、補助率は国が定める基準額の３分の１となってございます。 

説明資料は次のページをお開きください。 

○福祉課長（小宮好徳） 

続きまして、１６ページになります。 

民生費県補助金、節が地域自殺対策緊急強化事業費等補助金でございます。こちら

は、地域における自殺対策を強化するため補助されるものでございます。補助率は１

０分の１０でございます。 

○産業振興課長（遠藤孝一） 

二つとびまして、農業委員会費交付金でございます。農業委員会所管事務に対する

交付金です。 

○財務課長（田中栄之） 

一つとばしまして、細節３、地籍調査事業費補助金でございます。地籍調査事業補

助基準額に対する国２分の１、県４分の１の補助でございます。調査地区は、吉田島

字東河原及び寺ノ下の一部でございます。 

○産業振興課長（遠藤孝一） 

次の４、経営所得安定対策制度推進事業費補助金でございます。国の事業である経

営所得安定対策制度事業に係る推進事業費、補助率は１０分の１０でございます。  

５、人・農地問題解決加速化支援事業交付金でございます。人と農地の問題を解決

するため、平成２６年度に作成した人・農地プランの見直しにかかわる事務費等に対

する交付金で、補助率は２分の１でございます。 

６、降雪被害緊急支援事業費補助金でございます。平成２６年２月の降雪被害によ

るビニールハウス再建に伴う緊急支援補助金でございます。 

商工費県補助金、神奈川県消費者行政推進事業費補助金でございます。消費者行政

に対する補助金、消費者被害の救済と被害防止を行うための啓発事業に活用し、エア

ー遊具を購入し１０分の１０の補助率でございました。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

続きまして、教育費県補助金、社会教育費補助金、１、放課後子どもプラン推進事

業費補助金でございます。小学校施設を利用して放課後に実施しております放課後子

ども教室に対する補助金でございます。補助率は、基準額の３分の２となってござい

ます。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

続きまして、学校教育費補助金でございます。コミュニティ・スクール導入等促進

事業補助金でございます。平成２７年度に開成幼稚園を新規に指定いたしました。そ

ちらのコミュニティ・スクール導入費の県補助金となってございます。  

○危機管理担当課長（渡邊雅彦） 

続きまして、市町村消防防災力強化支援事業費補助金であります。こちらは、１７

万５，０００円であります。こちらは、昭和５６年以前に建設されました在来工法に
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よります木造住宅を対象とした耐震診断と耐震改修工事に対する補助金でございま

す。耐震診断が２件、耐震改修工事が１件という状況でございます。 

○企画政策課長（岩本浩二） 

続きまして、水源環境保全・再生市町村交付金でございます。かながわ水源環境保

全・再生実行５カ年計画に位置付けられました県からの委託事業でございまして、河

川・水路整備事業８０万円、地下水保全対策事業１６０万円に対する県からの交付金

となってございます。 

○財務課長（田中栄之） 

９目市町村自治基盤強化総合補助金、１，１５０万１，０００円です。市町村の行

財政基盤の強化に資する広域連携事業等、それから広域的な地域の課題解決に向けて

取り組む事業に対しまして、県が財政支援を行うものでございます。基本の補助率は

３分の１、広域連携事業の場合は特例事業として２分の１補助になってございます。

平成２７年度につきましては、記載の７事業について充当いたしました。  

説明資料、次のページに移ります。 

○危機管理担当課長（渡邊雅彦） 

続きまして、市町村減災推進事業費補助金であります。こちらにつきましては、市

町村が緊急的に取り組む地震防災対策整備事業に対する補助金でございます。平成２

７年度に新設され、補助率は３分の１でございます。こちらに記載してあります１０

の事業に充てたものでございます。 

○財務課長（田中栄之） 

一つとばしまして１３目神奈川県市町村事業推進交付金４７８万４，０００円。県

の緊急財政対策の一環としまして、１５事業の県単独市町村補助金を統合し市町村事

業推進交付金としたものでございます。障がい者地域生活支援関連事業として８事業、

地域の魅力づくり事業として７事業の計１５事業が対象となってございます。平成２

７年度は、記載の４事業について充当いたしました。 

○危機管理担当課長（渡邊雅彦） 

続きまして、再生可能エネルギー等導入推進基金補助金でございます。４，１９２

万５，６００円でございます。こちらにつきましては、町の広域避難所であります文

命中学校、開成小学校に再生エネルギーであります太陽光発電による発電設備と蓄電

池の整備に対する補助金でございます。補助率は１０分の１０でございます。  

○総務課長（山口哲也） 

続きまして、委託金、総務費委託金、選挙費委託金、細節１、県議会議員・県知事

選挙費委託金になります。こちらは、平成２７年４月１２日執行の神奈川県議会議員

選挙、県知事選挙に対する委託金でございます。 

説明書は１ページおめくりください。 

○財務課長（田中栄之） 

１５款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、１節土地建物等貸付収入、

細節１、土地賃貸料２３万４，８６６円。こちらは、金井島地区、宮台地区にござい
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ます町有地を民間企業に賃貸をしております。貸付面積の変更によりまして、前年分

と比較しますと１万８，８２３円の減となってございます。 

○産業振興課長（遠藤孝一） 

続いて、寄附金の細節、あじさい維持管理事業寄附金でございます。あじさいの里

のあじさいの維持管理等のための寄附金で、平成２２年度から支出されているもので

ございます。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

続きまして、教育費寄附金でございます。こちらは３万円となってございます。開

成町の教育振興のために寄附をいただいた寄附金となってございます。今年度につき

ましては、各学校の図書の購入に一部活用しております。 

○財務課長（田中栄之） 

１７款繰入金、１項基金繰入金、４目財政調整基金繰入金、財政調整基金のとりく

ずしでございます。１億円でございます。こちらは、着実な事業推進を行うため、財

政調整基金を取り崩し財源としたものでございます。これによりまして平成２７年度

末の残高は、２億９，９２３万円となってございます。 

一つとばしまして、１８款繰越金、１節前年度繰越金、一つ目が前年度繰越金とし

まして１億９，８３３万２，７８３円、前年度からの繰越金になります。  

二つ目が、そのうちの繰越明許費繰越分ということで３３万９，２７２円、前年度

からの繰越金のうち、繰越明許費に充当する一般財源分となってございます。 

○産業振興課長（遠藤孝一） 

三つとばしまして諸収入の細節、中小企業小口資金融資預託金収入でございます。

中小企業小口融資返還分でございます。 

○企画政策課長（岩本浩二） 

続きまして、総務費雑入です。町民カレンダー広告掲載料であります。平成２８年

度町民カレンダーの広告掲載料で、２３件掛ける１万５，４００円ということになっ

ております。本来でございましたら２４件というふうになるところでございますけれ

ども、印刷業者による瑕疵が認められまして広告主への返金が生じたことから、平成

２７年度においては１件分の歳入が生じているということになります。なお、印刷業

者からは、返金が生じた１カ月分の損失額につきましては、２８年度の歳入として納

付処理が済んでございます。 

○総務課長（山口哲也） 

続きまして、細節３、マイクロバス燃料代になります。町有バスを研修会等で利用

された場合における燃料費相当分になります。 

続きまして、細節５、市町村アカデミー等受講費助成金です。市町村アカデミー及

び研修所の研修に２名の受講に伴う、その受講費の１０分の８相当額が地方協会から

助成されたものになります。 

説明書は１ページおめくりください。２２、２３ページでございます。 

細節９、小田原市斎場事務広域化協議会給与精算金になります。協議会派遣職員１
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名の給与精算金になります。派遣期間は、平成２７年度、２８年度の２カ年になりま

す。 

○財務課長（田中栄之） 

細節１０、軽飲料等販売手数料９１万１，７６６円。庁舎及び町民センター設置の

自動販売機の軽飲料の販売手数料でございます。 

続いて１１番、庁舎管理費等負担金（水道事業会計庁舎管理費等負担金）６３万５，

０００円。庁舎管理費用のうち、公営企業会計の負担分としまして人数割にて算定を

しているものでございます。 

細節１２、林野一部事務組合収益配分金１３５万３，７５０円。平成２７年度につ

きましては、松田町外二ヶ町組合の収益配分金となってございます。 

○企画政策課長（岩本浩二） 

二つとばしまして、ホームページ広告掲載料でございます。２万円でございます。

こちらは、町ホームページへの広告掲載に係る掲載料ということで、４件でございま

す。 

続いて、広報広告掲載料６万１，０００円。こちらは、「広報かいせい」広告掲載

料１５件でございます。 

○自治活動応援課長（遠藤直紀） 

一つとばしまして、１８、自治総合センターコミュニティ事業助成金でございます。

こちらは、パレットガーデン自治会への備品整備事業に対する一般財団法人自治総合

センターからの一般コミュニティ助成金の２５０万円となります。  

○総務課長（山口哲也） 

続きまして、細節１９、非常勤職員公務災害補償保険支払金になります。平成２７

年１０月に自治活動応援課の非常勤職員が公務中に負傷したことに伴い治療費を支

払いました。この費用が全額、町村会非常勤職員公務災害補償保険で補填されたもの

であります。 

○参事兼税務窓口課長（鳥海仁史） 

続きまして、２０、滞納処分費収入でございます。こちらにつきましては、昨年度、

平成２７年度に本町で初めてインターネット公売を実施したことに伴う滞納処分費

の歳入分でございます。公売価格の３％プラス消費税となりますが、滞納処分費の計

算上、１００円未満は切り捨てて計上してございます。 

○総務課長（山口哲也） 

続きまして、細節２１、足柄西部清掃組合給与精算金になります。こちらは、西部

清掃への派遣職員１名の給与精算金となります。 

○企画政策課長（岩本浩二） 

続きまして、小水力発電設備売電料でございます。開成町あじさい公園発電所での

発電いたしました電気の売電料になります。 

○自治活動応援課長（遠藤直紀） 

一つとばしまして２４、地域集会施設太陽光発電設備売電料でございます。こちら
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は、みなみ自治会館に設置されている設置されている太陽光発電設備からの売電料に

なります。 

○危機管理担当課長（渡邊雅彦） 

次に、２５、足柄上地区防犯協会研修精算金でございます。本来、足柄上地区防犯

協会で支出すべき旅費を町の予算で支出したため、精算金という形で足柄上地区防犯

協会から返金されました。 

○環境防災課長（山口健一） 

三つとばしまして、１ページおめくりください。 

衛生費雑入でございます。ペットボトル等資源物売却代になります。資源ごみとし

て回収いたしました新聞紙、雑誌及びペットボトルを売却した代金でございます。紙

類の売却単価が高くなったことにより、前年度比１４１万９，２９０円の増となって

ございます。 

○保険健康課長（亀井知之） 

その下、後期高齢者健康診査事業補助金でございます。７５歳以下の後期高齢者の

健康診査に係る実施費用に対する補助金でございますが、後期高齢者医療広域連合か

らの補助ということになりますので、雑入で処理をしております。 

○環境防災課長（山口健一） 

続いて、再商品化合理化拠出金でございます。容器包装リサイクル法に基づきまし

て、実際にかかったリサイクル費用があらかじめ想定されていた費用を下回ったこと、

及び排出品が品質または低減額の条件に適合した場合、その差額を原資に拠出金を受

けられるものでございます。こちらは、前年度に比べまして１８万７，２４２円の減

額となってございます。 

○保険健康課長（亀井知之） 

続いて、後期高齢者医療長寿・健康事業補助金でございます。こちらは、満７５歳

以上の方の人間ドックへの助成事業の補助金でございますが、こちらは後期高齢者医

療広域連合からの補助ということで雑入で処理しております。 

その下、町有自動車損害共済金でございます。こちらは、職員の公用車による事故

に係ります相手方の賠償負担分でございます。 

一つとんで、７番、神奈川県県西地域ウオーキングコース整備補助金でございます。

こちらは、ウオーキングコースの看板整備に係る補助金でございますが、国の交付金

を活用しまして県主導のもとで設立した、神奈川県県西地域サイクリングエリア等整

備推進委員会、こちらからの補助金として１０分の１０補助されています。 

○産業振興課長（遠藤孝一） 

次に、農林水産業費雑入の１、ふれあい農園利用料金でございます。ふれあい農園

利用料金の５カ所、８７区画分でございます。 

○危機管理担当課長（渡邊雅彦） 

次に、七つとばしまして商工費雑入でございます。１番の消防団員退職報償金２２

５万１，０００円でございます。５年以上勤務して退職されました消防団員６名に対
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します消防団員等公務災害補償等共済基金からの退職報償金でございます。  

一つとばしまして、消防団員安全装備品整備等助成事業助成金でございます。当初

予算では自治総合センターコミュニティ助成事業助成金１００万円を活用し消防団

員さんの防塵メガネ、ＬＥＤヘッドライト、耐切創性手袋を配備することを予定して

おりましたが、不採択となりましたので、これにかわる助成金の別メニューといたし

まして、神奈川県と相談いたしまして、消防団員等公務災害補償等共済基金からの消

防団員安全装備品整備等助成事業助成金を活用し、優先順位を考えまして防塵メガネ

の購入に充てております。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

続きまして、教育費雑入でございます。２番、災害共済給付金でございます。全学

校の管理課におきます、怪我に関する給付金で、対象となる保護者へ給付するもので

ございます。 

次が３番、ジュニアリーダー研修参加者負担金でございます。こちらは、青少年指

導員等が主体となりまして実施する宿泊体験等の参加費負担金で、昨年ですと幕別町

交流事業への参加者と幕別町からの町負担金を収入してございます。 

それから、６番、物件移設補償金でございます。こちらは、開成幼稚園横の県道建

設に伴います、どんぐり広場の土地収用に係ります県からの物件移設補償費となって

ございます。 

○自治活動応援課長（遠藤直紀） 

続きまして、７、公共スポーツ施設等活性化事業助成金、スポーツ振興くじ助成金

になります。こちらは、公共スポーツ施設等の有効利用活用を促進するソフト事業に

対する一般財団法人地域活性化センターからの助成金１００万円になります。開成水

辺スポーツ公園で実施しました町制施行６０周年記念体育祭が対象事業となってお

ります。 

○福祉課長（小宮好徳） 

続きまして、次ページをおめくりいただきたいと思います。２６、２７になります。  

過年度収入でございます。過年度分国庫支出金精算金でございます。二項目とも、

過年度、平成２６年度の精算金となってございます。 

○財務課長（田中栄之） 

一つとばしまして、２０款町債、１目臨時財政対策債２億６，０００万円。一般財

源の不足額に充当するもので、発行可能額２億６，１６１万７，０００円に対しまし

て実発行額を２億６，０００万円としたものでございます。 

２目土木債、道路橋りょう債、町道改良事業債でございます。１，２１０万円。町

道１２２号線、２２７号線道路改良工事費及び源治橋かけかえ工事費に充当する土木

債でございます。 

５目衛生債、１節一般廃棄物処理事業債、グリーンリサイクルセンター整備事業債

５，２７０万円。こちらは、グリーンリサイクルセンター施設購入費に充当するため

の地方債でございます。 
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歳入の説明は以上でございます。 

続いて歳出の説明に入りますが、まず会計全体にわたる人件費について一括して御

説明を申しあげ、その後、議会費からの御説明といたします。 

○議長（茅沼隆文） 

その前に、ここで暫時休憩といたしましょう。１０分間休憩して、再開を１０時５

分といたします。 

午前 ９時５５分 

○議長（茅沼隆文） 

 それでは、再開いたします。 

午前１０時 ５分 

○議長（茅沼隆文） 

では、また担当課長、よろしくお願いします。 

○総務課長（山口哲也） 

それでは、一般会計の歳出でございますが、まず初めに職員の総人件費について御

説明申しあげます。 

それでは、説明書の１００ページをお開きください。 

配付資料のほう、大変申しわけございません。一部、読みづらい箇所がございまし

て、ちょっと、ここで訂正を申しあげます。国民健康保険特別会計の前年度ですね、

１，５９２万５，６７３円となってございます。それから、水道事業会計の比較でご

ざいます。こちらも前年度比１６６万６，１３１円、白三角の１６６６１３１となっ

ております。大変申しわけございません。 

それでは、体系別に記載させていただいておりますが、総人件費全体としてのこの

資料で御説明をさせていただきます。 

平成２７年度の職員数は、最終的には１１５人、これに加え再任用短時間職員が５

名、ラスパイル指数は９９．４ポイント、前年度比０．７ポイント下がっております。 

まず、特別職の給与でございますが、前年度と比較しましておよそ１３８万円ほど

の増額となっておりますが、これは人事院勧告に基づき期末手当の支給月数を０．０

５月分増額したことによります。 

続きまして、給料につきましては、平成２７年４月に給料の総合的な見直しを行っ

たことで平均２％ほど下がっております。また、昨年度は元部長の公務災害認定に係

る給料をさかのぼって支払ったものがこの中に約１，１００万円あったことから、全

体では２，０００万円程度の減となっております。 

職員手当につきましては、人事院勧告による勤勉手当の支給月数の増、０．１月分

になります、地域手当を３％から５％に増やしたことにより、９００万円ほどの増と

なっております。こちらも、同じく公務災害案件が別に約９００万円あるため、実質

は１，８００万円程度の増ということになっております。 

次に、退職手当組合負担金ですが、一般負担金につきましては、負担率が１，００

０分の１９０から１７０に変更になったことで１，２００万円ほどの減となっており
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ます。特別負担金につきましては、対象となる退職者数が７名から４名に減ったこと

により１，８００万円ほどの減となりました。 

共済費につきましては、基本給の引き下げに伴い約４６０万円の減となっておりま

す。 

その他公務災害補償基金掛金等が９３０万円ほど減となっておりますが、こちらも

前年度は元職員の公務災害認定に伴う公務災害見舞金を支給したことによります。  

職員人件費全体といたしましては約５，４９０万円の減となっておりますが、この

うち約３，０００万円は公務災害に係る費用のため、実質的には２，４９０万円の減

となっております。 

なお、本資料は職員に係る人件費ですので、議員の皆様の報酬や共済費、各種委員

会等の委員報酬が含まれます決算書本体３３８ページ、３３９ページにございます人

件費調書とは必ずしも一致しませんことを御了承ください。 

なお、各会計の人件費につきましては決算説明を省略させていただきますので、御

了承いただきたいと思います。 

以上でございます。 

○事務局長（小玉直樹） 

それでは、決算書５０ページ、５１ページ、説明資料２８、２９ページ、議会費で

ございます。 

事業名１の議員報酬等はとばしまして、３の経常的一般管理費でございます。こち

らにつきましては、議会だよりの発行と議会本会議の会議録の作成でございます。議

会だよりの５回につきましては、例年ですと定例会ごとの年４回発行ということです

が、昨年、選挙があった関係で６月の特集号ということで１回発行しました。その関

係で５回発行ということでございます。 

４の議員研修費でございます。こちらについては、県外行政視察として昨年は新潟

県の見附市及び三条市を訪問した研修旅費５５万８１円でございます。  

以上です。 

○総務課長（山口哲也） 

続きまして、総務費、総務管理費、一般管理費になります。事業名１、公務災害等

補償関係費につきましては、歳入でも御説明いたしましたが、平成２７年１０月の自

治活動応援課非常勤職員の町民体育祭の準備中に負傷したものの治療費等に係る費

用となっております。職員全体に職場の安全点検を周知し、再発を防止するようにい

たしました。 

続きまして、事業名３、経常的一般管理費になります。主なものを御説明させてい

ただきます。 

まず、交際費ですが、こちらは町長交際費となります。８０件、４０万２，７１０

円でございました。 

例年と相違あるものについて、御説明いたします。前年度比１，０００万円の減と

なっておりますが、これは先ほど来、申しあげております、前年度は元職員の公務災
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害が認定されたことに伴い、町公務災害見舞金条例に基づき９０５万円を支出してお

ります。これの影響で大幅に下がっております。 

また、日直業務委託料が前年度と比較して大きく減っておりますが、これは平成２

７年５月分までをこの科目で支出しており、以降分につきましては、以降に出てまい

ります庁舎夜間警備委託料で支出するためでございます。発注を一本化することで事

務の効率化を図ることができております。 

続きまして、職員研修費でございます。こちらは、職員の資質向上のため、箱根町

の民間ホテルに職員を派遣し接遇能力の向上を図りました。また、上郡５町の横のつ

ながりを強化することを目的に、５町の若手職員によるチームビルディングといわれ

る体を使った研修を実施いたしました。また、個人番号法や行政不服審査法改正に伴

う研修など、時宜にかなった研修を実施いたしました。 

神奈川県市町村研修センター、県西部広域行政協議会、市町村アカデミー等、町外

で行う研修会へ職員を派遣しております。延べ４９０名を受講させました。職員研修

計画に定める受講目標は３８０名でしたが、これを大きく上回ることができ、職員の

資質の向上を図ることができております。昨年度と比較して決算額が減っております

が、これは南足柄市や大井町などと共同で研修を実施することで市町村振興協会の助

成を受けることができたため、結果的に講師謝礼等が不要になったことによるもので

す。 

以上でございます。 

○企画政策課長（岩本浩二） 

続きまして、広報広聴事業費でございます。こちらにつきましては、「広報かいせ

い」、お知らせ版、町民カレンダー等の発行、それとｔｖｋデータ放送を活用いたし

ました情報発信等を実施してございます。「広報かいせい」につきましては、カラー

化が定着してまいりまして、先ほど収入のほうでございましたけれども、前年比９件

から１５件に広告掲載件数が増加してございます。今後も、ブランディングとあわせ

て、積極的に取り組んでまいりたいと考えてございます。また、町民カレンダーにつ

きましてですが、町民からの御意見が様々ございましたので、こちらを反映させた冊

子づくりに今後は努めてまいりたいと考えてございます。 

以上です。 

○財務課長（田中栄之） 

三つとばしまして、決算書は５６ページに移ります。 

３款財政管理費、４、財務諸表作成事業費でございます。こちらは、基準モデルに

よります財務諸表を作成してございます。また、公会計システムの更新時期を迎えま

して、町村会の共同システムの同システムに切りかえを行ったことによりまして経費

削減につながってございます。 

続きまして、４款財産管理費、１、庁舎管理事業費。役場庁舎の適正な維持管理の

ため必要な保守管理業務を行ってございます。 

一つとばしまして、３、電子入札運営事業費。神奈川県県内２８市町村及び県内広
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域水道企業団で共同運営をしております神奈川電子入札システムに係る経費となっ

てございます。 

４、地籍調査事業費。第４１計画区としまして吉田島字吉田新田及び東河原の一部

の閲覧、それから、第５１計画区としまして吉田島字松ノ木河原、柳ノ内、上柳ノ内、

寺ノ上及び善光河原の一部の座標変換、点検測量業務を実施したものでございます。 

説明資料は３０、３１ページに参ります。 

５、公有地管理費。こちらは、官民境界の画定事務、それから他課の管理に属さな

い公有地の管理事務、そして駅東側の町有地につきましては、今後の利活用と管理の

観点から砕石舗装を施行してございます。また、公共施設等総合管理計画の策定にも

着手してございます。 

決算書は５８ページに移ります。 

６、庁舎整備事業費。こちらは、開成町新庁舎建設基本構想基本計画に関する業務

費用でございます。開成町庁舎整備基本構想等策定委員会の答申を受けまして、平成

２７年度につきましては開成町新庁舎建設基本構想基本計画を策定してございます。 

７番、公共施設整備事業費。平成２７年度につきましては、公共施設等整備基金に

つきまして８，０００万円を積み立てまして、平成２７年度末における積立額が合計

で２億７，０００万円となったところでございます。 

○総務課長（山口哲也） 

続きまして、８、庁用自動車整備事業費になります。賃借料につきましては庁用バ

スの賃借料で、期間は平成２５年９月から平成３０年８月となっております。また、

備品購入費は、平成３年に購入した１０人乗りのワゴン車が故障し、使用不能となっ

たため、新しく購入したものでございます。 

○企画政策課長（岩本浩二） 

続きまして、企画費、行政改革推進事業費でございます。総合計画とあわせまして

第五次開成町行政改革大綱の推進を行政改革推進委員会の皆さんと進めております。

平成２５年度からの前期取り組みが終了いたしまして、平成２８年度からの３カ年の

後期取り組みの策定について意見を述べたところでございます。開催回数は３回でご

ざいます。 

一つとばしまして、地域情報化推進事業費でございます。庁内ネットワークやパソ

コンなどの関連機器を適切に運用するため、庁内ネットワーク環境の構築や機器管理

を行いまして業務の効率化を図っております。 

続いて、新エネルギー利活用促進事業費でございます。小水力発電設備、開成町あ

じさい公園発電所の整備に係ります延納利息の償還を行った経費、それと設備のメン

テナンス、資材等の購入経費となってございます 

続いて、５、地下水モニタリング事業費でございます。足柄上地区１市５町共同で

地下水のモニタリング調査等を実施した経費となってございます。 

二つとばしまして、都市間交流推進事業費でございます。あじさいちゃんを使った

ブランディング等を推進してございまして、こちらでは、ゆるキャラグランプリ２０



－１７１－ 

１５、浜松で行われましたイベントに出店等をいたしたものと、あわせましてチャレ

ンジデー２０１５の対戦相手でございます青森県藤崎町を訪問いたしまして、交流等

の展開を模索したところでございます。今後、ゆるキャラ等を通じて県内の自治体と

の交流が深まっていることもございますので、様々な観点からの交流を拡大していき

たいと考えております。 

一つとばしまして、町制施行６０周年記念事業費でございます。町制施行６０周年

記念事業といたしまして、大相撲観戦ツアー、サイクルスポーツフェスタ、教育講演

会、東アジア文化交渉学会等を開催いたしました。また、田舎モダンをコンセプトと

した町のブランディング戦略、こちらを効果的に推進することを目的といたしまして、

デザイン会社に支援業務を委託したところでございます。これによりまして、チラシ、

ポスター等のデザイン、それと写真などのレベルが向上しておりまして、今後、職員

の中の人材育成という面についても、こちらの成果を波及させていきたいというふう

に考えております。 

続いて、ブランディング戦略推進事業費でございます。こちらにつきましては、自

治体加入推進チラシの作成等を行うとともに、あじさいちゃんの着ぐるみ、こちらの

修繕を行わせていただきました。 

二つとばしまして、１４、総合戦略策定事業費でございます。地方創生の流れを受

けまして、開成町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン、それと開成町まち・ひと・

しごと創生総合戦略を作成いたしました。こちらは、繰越明許事業となってございま

す。 

続いて、１５、定住プロモーション推進事業費でございます。定住促進を図るため、

雑誌広告への掲載、日割り広告の掲出等、プロモーション活動を行うとともに、プロ

モーションブックでございます「かいせいびより」、こちらを作成いたしまして町の

魅力発信ということに着手していく。こちらにつきましても、繰越明許事業というふ

うになってございます。 

○危機管理担当課長（渡邊雅彦） 

１ページおめくりいただきまして、地域防災力向上事業費になります。こちらにつ

きましては、平成２６年度に実施いたしましたＥＳＣＯ事業につきまして、一斉にＬ

ＥＤした防犯灯で、南部地区南部区画整理組合から移管を受けました防犯灯２０３基、

それから町道２４９号線、それから自治会要望によりまして新たに設置いたしました

１４基を含めまして１，６９６基の防犯灯の維持管理の事業となっております。また、

みなみ地区、それから開成駅前の防犯カメラ１２基の維持管理を実施いたしまして、

地域の防犯力の向上を続けてまいりました。 

○総務課長（山口哲也） 

続きまして、４、例規集等管理費です。法制執務を円滑に行うため、例規集等の追

録を行いました。また、町例規を広く周知するため、インターネット版の例規集の更

新を行いました。平成２７年度のデータ更新を行った町例規は、条例４７件、規則３

２件、訓令８件の計８７件でございました。 
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○財務課長（田中栄之） 

決算書は６４ページに移ります。 

５、臨時的一般管理費。林野一部事務組合からの収益配分金につきまして、関係す

る入会地組合、自治会に再配分したものでございます。配分割合は、申し合わせによ

りまして、おのおの２分の１ずつとなってございます。 

○危機管理担当課長（渡邊雅彦） 

続きまして、交通安全対策費でございます。まず、１の自転車安全対策事業費でご

ざいます。こちらにつきましては、小学校のころから交通ルールを覚えていただき、

正しい自転車の乗り方を習得していただくために、子ども自転車運転免許事業を実施

いたしました。開成小学校、開成南小学校の５年生１８２人に免許証を交付しており

ます。また、交通安全子供自転車全国大会に出場していただいたことに伴いまして、

応援用のティーシャツ、それから大会宿泊費を支出しております。また、神奈川県大

会に出場する選手のユニホームを購入しております。 

次に、２番の交通安全対策推進事業費でございます。交通安全教室、街頭指導、交

通安全意識の啓蒙啓発を交通指導隊が実施しておりまして、本事業で交通指導隊の基

本報酬等を支出しております。また、今回、道路反射鏡６カ所を、ここで設置してお

ります。 

一つとばしまして、４の放置自転車対策事業費でございます。開成駅周辺等の放置

自転車禁止区域に指定しているものにつきまして、監視及び撤去業務を行いました。

また、放置自転車撤去用トラックの維持管理を行っております。 

○企画政策課長（岩本浩二） 

続きまして、８目電算管理費、２、行政事務電子化推進事業費でございます。こち

らは、町村情報システム電算業務に必要な機器整備、システム運用に係る負担金を支

出してございます。特に、番号法に係る対応に加えまして、開成駅東口に住民票等の

証明書の発行を行う窓口コーナーを開設することに伴いまして基幹系システムの利

用環境を整備するとともに、「ぷらっと・かいせい」内に基幹系環境を構築すること

から、ネットワーク回線の整備、システムの利用設定を行っております。  

○教育総務課長（橋本健一郎） 

続きまして、９目町民センター管理費です。町民の学習活動の拠点となるよう、施

設の運営及び維持管理を行いました。昨年度は、屋外非常階段の鉄骨疲労調査及び改

修工事に係る設計を実施いたしております。 

なお、決算書の６７ページにございます不用額でございますけれども、需用費で１

２３万６，０００円ほど不用額が出ております。こちらにつきましては、前年度に空

調であります屋外の室外機１台、３０年経過したものを更新したことによる節電と、

あと新電力に切りかえておりますので、そちらが要因として不用額が発生しておりま

す。 

続きまして、決算書６８ページになります。 

１０目コミュニティセンター管理費でございます。こちらは幼稚園やのびのび子育
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てルーム、あるいは学童保育などで使用しておりますので、適切に使用できるよう維

持管理を行ったものでございます。 

○自治活動応援課長（遠藤直紀） 

次のページをお開きください。３４ページになります。 

１１目協働推進費でございます。一つとばしていただきまして、２、男女共同参画

推進事業費でございます。男女共同参画プランに基づきまして、男女共同参画の推進

を図るため、情報誌「かけはし」の発行や講演会を開催しました。  

続きまして、自治宝くじコミュニティ助成事業費でございます。自治総合センター

のコミュニティ助成を活用いたしまして、パレットガーデン自治会の備品整備に対す

る補助を行いました。 

続きまして、行政連絡員関係費でございます。地域と連携し円滑な町政運営を推進

するため、１３名の行政連絡員を委嘱し行政連絡員会議等を開催いたしました。 

続きまして、自治会運営推進事業費でございます。自治会を中心としました協働の

まちづくりを推進するため、自治会交付金の交付や自治会活動保険の保険料補助によ

る財政支援や地域の人材育成を目的としました地域人材育成研修会を開催しました。 

二つとばしていただきまして、協働のまちづくり推進事業費でございます。町民広

益活動の活性化を目的としました、町民活動応援事業により、自主的・自発的に活動

する８団体に財政支援を行いました。なお、この制度は平成２７年度からスタートア

ップコースとステップアップコースの２コースの設定とする制度に変更し、当初予算

では新規団体を５団体、助成実績団体を１０団体の計１００万円を見込んでおりまし

たが、実績として新規団体４団体、助成実績団体４団体の計８団体、５８万７，００

０円の交付となり、４１万３，０００円の不用額が生じております。 

また、協働によるまちづくりを推進するため協働推進会議条例に基づき協働推進計

画の進行状況を確認するため協働推進会議を２回開催しました。 

続きまして、町民文化推進事業費でございます。文化活動の発表の機会としまして

開成文化祭を開催し、芸能、展示の発表会を行いました。また、文化団体連絡協議会

や水神雷太鼓保存会への補助を行いました。 

続きまして、コミュニティ施設管理事業費でございます。こちらは、牛島自治会館

の屋外階段の塗装工事を実施しました。また、駅東口地域集会施設賃借料として、パ

レットガーデン自治会館の賃借料を１カ月分、３月分につきまして支出をいたしまし

た。 

○参事兼税務窓口課長（鳥海仁史） 

続きまして、徴税費に移ります。税務総務費でございますが、一つとばしまして、

固定資産土地評価事業費でございます。こちらにつきましては、南部地区土地区画整

理地内を含む町内全域の固定資産土地評価業務委託と土地下落修正業務委託を実施

してございます。この土地評価業務委託につきましては、評価替えの第１年目として

の業務を実施してございます。 

続きまして、賦課徴収費でございます。一つとばしまして徴収対策推進事業費でご
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ざいます。こちらについては、町税等の徴収等を効率的に行うための徴収嘱託員の雇

用、あるいは督促状や催告書の発行を行うなど、滞納整理に努めていくための経費と

なってございます。 

なお、この中で昨年度、町として初めて実施いたしましたインターネット公売を行

ってございますが、この経費もこちらに計上してございます。 

続きまして、戸籍住民台帳費でございます。三つとばしまして細節の５番になりま

すが、開成駅東口駅前連絡所開設事業費でございます。こちらについては、開成駅の

東口駅前に証明窓口を設置してございますが、この開設のための準備の費用となって

ございます。なお、今年の８月１６日現在で５９０件の証明書の交付をしているとこ

ろでございます。 

続きまして、６番、個人番号カード交付事務関係費でございます。こちらにつきま

しては、地方公共団体情報システム機構へ通知カード及び個人番号カードに係る事務

を委託してございます。また、通知カード及び個人番号カードの交付を行うことに対

しまして発生しました費用に充ててございます。 

１ページおめくりください。 

○総務課長（山口哲也） 

それでは、選挙費になります。県議会議員・県知事選挙費でございます。こちらは、

平成２７年４月１２日執行の選挙に係る経費のうち２７年度分の決算となります。内

容につきましては、記載のとおりでございます。委員関係費は委員会開催、臨時的一

般管理費は職員の時間外手当等、投・開票所経費につきましては、期日前及び当日の

投票管理者、会場管理者、投票・開票立会人の委員報酬等でございます。  

続きまして、町議会議員・町長選挙費になります。こちらは、平成２７年４月２６

日執行の選挙に係る経費でございます。臨時的一般管理費、それから投・開票所経費

は県議会議員と同様となっております。 

選挙費につきましては、あと農業委員会選挙費がございましたが、法改正により公

選制でなくなったことに伴い経費を執行しておらず、全額減額補正したものでござい

ます。 

選挙費につきましては以上でございます。 

○企画政策課長（岩本浩二） 

続きまして、統計調査費、一つとばしまして基幹統計調査等統計調査費でございま

す。こちらにつきましては、国の基幹統計調査であります学校基本調査、それと国勢

調査等を実施した経費となってございます。 

○保険健康課長（亀井知之） 

二つとびまして、民生費になります。社会福祉費、社会福祉総務費、国民健康保険

特別会計繰出金でございます。国民健康保険税の被保険者の保険税負担分の軽減分と

しまして、保険基盤安定繰入金保険税軽減分、また保険者支援分、また職員給与費や

出産育児一時金を特別会計へ繰り出したものでございます。昨年度比でプラス２．７

６６万円、率にしてプラス２０．７％となっております。 
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その下、介護保険事業特別会計繰出金でございます。こちらは、介護保険に関する

担当職員の給与、事務経費の全額、介護保険の給付に係る法定分等を繰り出ししてお

ります。また、低所得者の保険料軽減分につきましても一般会計から繰り出しており

ます。こちらは、昨年比プラス１，１００万９，０００円、率にしてプラス８．２％

となっております。 

○福祉課長（小宮好徳） 

続きまして、三つとばしていただいて７番になります。民生委員関係費でございま

す。こちらは、民生委員協議会委員の活動費の補助金でございます。３３名分でござ

います。 

その下、８、地域福祉推進事業費でございます。こちらは、町の社協に対しまして

補助金を出しているものでございます。法人運営費の人件費、地域福祉推進事業費で

ございます。そのほか、開成町の第３次福祉計画、平成２８年度から３２年度までで

ございますけれども、こちらの業務委託費になります。ただいま試行しています町内

巡回バスの運行業務委託で社協に委託してございますけれども、その経費等でござい

ます。 

続きまして、３８ページ、３９ページを御覧いただきたいと思います。 

社会福祉費の社会福祉総務費、高齢者等地域見守り推進事業費でございます。こち

らは、緊急通報装置２５台分の保守点検や賃借料でございます。 

○保険健康課長（亀井知之） 

その下の広域福祉センター運営事業費でございます。あしがら広域福祉センターへ

の法人運営費、施設運営費、ケアセンター運営費等の補助を５町で行っているもので

ございます。広域福祉センターにつきましては、現在、神奈川県社会福祉事業団との

合併の調整が進んでおりますので、今年度いっぱいで合併の作業が終わりますと、こ

の運営事業費補助は今年度で終了予定ということになります。 

○福祉課長（小宮好徳） 

一つとばしていただきまして、１２の自殺予防対策関係費でございます。こちらは、

自殺防止対策の啓発事業としてゲートキーパーの養成講座を開催してございます。  

続きまして、老人福祉費でございます。敬老意識啓発事業費でございます。こちら

は、敬老祝い金節目支給、７７歳、８８歳、９９歳、１００歳、合計１７７名に支給

してございます。 

一つとばしていただきまして、３の開成町シルバー人材センター支援事業費でござ

います。こちらは、高齢者の生きがい、健康づくりをつなぐため、シルバー人材セン

ターに補助しているものでございます。 

４番の介護用品購入費助成事業費でございます。こちらは、介護家庭の経済的負担

を軽減させるため、紙おむつ購入費の一部を助成しているものでございます。 

○保険健康課長（亀井知之） 

その下、後期高齢者医療広域連合関係費でございます。後期高齢者医療制度に係る

広域連合に関する事務費の負担金及び定率の市町村の負担金を支出しているもので
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ございます。昨年比でマイナスの１，８２２万２５円、率で言いますとマイナス１６．

３％となってございます。 

○福祉課長（小宮好徳） 

一つとばしていただきまして、７の老人クラブ活動支援事業費でございます。こち

らは、町の老人クラブ連合会、単位クラブ１１団体でございますけれども、こちらの

補助をしているものでございます。 

続きまして、社会事業費でございます。二つとばしていただきまして、３の慰霊祭

関係費でございます。昨年は足柄上地区の慰霊大祭がございました。こちらは２年に

１回、開催しているものでございます。その負担金でございます。  

一つとばしていただいて、５の戦後７０周年記念平和慰霊事業費でございます。こ

ちらは、平和のつどいの講師謝礼と戦争体験冊子、御提案させていただきましたけれ

ども、「わたしたちの戦争の記憶」の印刷業務、吉田島地区の慰霊塚の高木剪定業務

委託、慰霊塔の説明表示板を設置してございます。 

続きまして、地域生活支援事業費、ページは４０、４１ページでございます。  

すみません。訂正させていただきたいのですけれども、最初に報償費が書いてござ

いますけれども、すみません、これ手数料の誤りでございます。大変申しわけござい

ませんでした。 

手数料に関しまして、こちらは成年後見制度の利用事業の後見人等の募集と手話通

訳者の派遣の費用でございます。日常生活用具補助は、ストマーの装具の補助等でご

ざいます。扶助費は訪問入浴サービス事業、移動支援事業、日中一時支援事業等でご

ざいます。 

この中に、すみません、記載はございませんけれども、昨年の１０月から巡回支援

の専門員整備事業を行ってございます。こちらの巡回支援専門員整備事業というのは、

保育所等に発達障がいに関する知識を有する専門員が巡回して、障がいが気になる段

階から支援を行うための体制整備を図るために行ってございます。こちらを委託して

ございます委託先は、社会福祉法人、宝安寺社会事業部に委託してございます。実績

に関しましては、開成幼稚園に２名、酒田保育園に１名で、計３回巡回してございま

す。こちらの巡回支援専門員でございますけれども、臨床心理士や作業療法士、言語

聴覚士など、発達障がいに関する知識を有する方が巡回されてございます。 

続きまして、重度障がい者医療費助成事業費でございます。こちらは、重度障がい

者が医療機関で保険診療を受けた場合、自己負担を助成するものでございます。  

続きまして、心身障がい児訓練支援事業費でございます。これは上郡５町の共同事

業でありまして、就園前の在宅心身障がい児等の基本的生活訓練等を行うものでござ

います。地域訓練会「ひまわり」への補助でございます。 

４番の身体障がい児者補装具費給付事業費でございます。こちらは補装具に対する

補助で、補助、修理等でございますけれども、補聴器や電動車椅子や歩行器等の購入・

修理を行ってございます。 

一つとばしていただきまして、６番の自立支援給付事業費でございます。こちらは、
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障がい程度の認定調査業務委託料、扶助費につきましては、障がい者総合支援法に基

づきます福祉サービス、児童福祉法の通所支援サービス等に関する費用でございます。 

７の障がい者福祉施設運営支援事業費でございます。こちらは、中井町を除く県西

の２市７町の共同で行っている事業でございます。ホームヘルプ拠点事業所、短期入

所拠点事業の体制整備を行っているものでございます。 

８の自立支援医療給付事業費でございます。こちらは自立支援医療ということで、

更生医療費、育成医療費等の費用でございます。 

９番の障がい者福祉推進事業費。こちらは町独自で行っているものでございますけ

れども、開成町の重度障がい者等年金給付、福祉タクシーの利用助成、自動車の燃料

費の助成事業を行ってございます。年金給付に対しましては、年額１万２，０００円

を支給してございます。福祉タクシーに関しましては、年３６枚の福祉タクシー券を

配布してございます。自動車燃料に関しましては、１リットル当たり５０円、月、上

限で２，０００円という枠を設けさせていただいて補助してございます。  

続きまして、１０番の障がい者相談支援事業費でございます。こちらは、１市５町

で共同で行っている事業でございます。相談支援事業や地域活動支援センター事業と

いうことで、自立サポートセンター「すまいる」に委託して行ってございます。  

一つとばしていただきまして、１２、障がい者就労支援事業費でございます。こち

らは、２市８町共同委託で行ってございます。障がい者の就労や生活支援の経費で、

「ぽけっと」に委託して障がい者就労を委託しているものでございます。 

１３の障がい者歯科二次診療所運営事業費でございます。こちらは、県西２市８町

で行っているものでございますけれども、二次診療ということで小田原市の保健セン

ターで行っているものでございます。 

続きまして、社会福祉費の４２、４３ページになります、福祉会館管理費でござい

ます。福祉会館管理事業費でございます。こちらは、社協に指定管理者として行って

いただいているものでございますけれども、指定管理料、一般分、修繕分、あと利用

料の減免分補償ということで、協定書に基づきまして支出されているものであります。 

その下の臨時福祉給付金関係費でございます。こちらは、消費税の８％引き上げに

際し、低所得者への負担軽減を図るため臨時給付金を支給してございます。昨年度、

１人につき６，０００円でございます。その他は、電算システムの改修負担金等を支

出してございます。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

二つとびまして、児童福祉費、児童福祉総務費、２番、ひとり親家庭等医療費助成

事業費でございます。ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進のため、医療費の自

己負担分を助成してございます。年間延べ３，９７３件でございます。 

続きまして、３番、小児医療費助成事業費でございます。子育て世帯の経済的負担

軽減等を図るため、医療費の自己負担分を助成してございます。年間延べ２万２，６

３５件という結果でございました。なお、平成２７年１０月診療分から、通院助成を

小学生まで拡充してございます。その結果、拡充分として４カ月間の実績としては３，
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６３１件、すみません、この次の数字を御訂正いただきたいと思います、申しわけご

ざいません、金額でございます、７１７万６，４１６円、これが正しい数字でござい

ます、といった結果になってございます。 

なお、この事業につきまして、扶助費が３１５万円、手数料が１４３万円の執行残、

執行残が生じております。こちらについては、全体として予算の見込みよりマイナス

６．６％という決算になってございます。その内訳として、従来分として見込んでお

りましたものが予算額４，１７４万円に対して決算額が３，７３７万円という形で、

こちらはマイナス１０％、約１０％ということで見込みよりも少なかったと。一方で、

拡充分として５９２万円ほど予算では見込んでおりましたが、決算としては７１５万

円という形の中で、こちらは２０．５％の増という形になります。総体的には予算よ

りマイナス６．６％という結果になってございます。 

一つとばしまして、放課後児童対策事業費でございます。就労等により保護者が昼

間いない児童に対して、放課後児童クラブを運営してございます。運営については、

はぐくみ福祉会に委託をしてございます。平成２７年度から、対象を小学校４年生ま

で拡充して３カ所で年間延べ１，５２７名のお子さんが利用をされております。 

続きまして、子育て支援事業費でございます。こちらについては、従来からある子

育て支援センターの運営、それからファミリーサポートセンターの運営、それから養

育について指導、助言が必要と判断したお宅に保育士を派遣する養育訪問支援事業と

いう形で従来三つ行っていたものに加え、平成２８年度の「ぷらっと・かいせい」内

の駅前子育て支援センターの開所に向けて必要な備品等の整備を行いました。 

続いて、７番、子ども・子育て支援推進事業費でございます。子ども・子育て支援

法に基づき、開成町で設置した子ども・子育て会議の開催の経費でございます。  

続いて、８番、子育て環境充実事業費でございます。子育て環境の充実を図るため、

プレイパークの企画運営を委託しました。さらに、子育て支援に関する情報を集約し

た子育てガイドブックを５６０部、発行してございます。 

続きまして、児童措置費、一つとばしまして、２、保育所充実事業費でございます。

子ども・子育て支援制度に基づき、乳幼児の保育の実施をいたしました。通常保育に

ついては２５カ所、年間延べ４，１２８名の御利用がありました。これについては、

前年度比７％増という結果になっております。そのほか、一時預かり保育、それから

延長保育を初め、乳幼児の健康管理強化事業や障がい者保育を行う保育所に対して補

助を行ってございます。 

申しわけございません。もう一点、御訂正をお願いしたいと思います。下から２行

目にある延長保育（年間延べ４４３名）というふうに記載されてございます。正しい

数字が年間延べ３，１１０名でございます。申しわけございません。御訂正をお願い

します。 

なお、この事業につきましても執行残が生じております。入所児童委託料というこ

とで１１６万円、それから扶助費が１２９万円、また負担金及び交付金で延長保育事

業補助金１３４万円の執行残が生じております。 
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こちら、入所の給付費、お子さんの給付費に係るものにつきましては、給付費の基

礎となる公定価格の算定が急遽、人事院勧告を踏まえた上昇などがあって、不確定要

因が非常に多いという中で算定せざるを得ませんでした。年度の途中の中で児童の見

込みが確定できた段階で補正予算措置等をさせていただきましたが、この際には最大

限にかかるだろうという費用を見込みましたが、実態としてはそこまでかからなかっ

たというのが委託料と扶助費の残の理由でございます。 

それから、延長保育事業補助金１３４万円の残につきましては、こちらは延長保育

を行う町内の保育所に対して、国の基準に基づきお支払いするものでございますが、

新制度への移行に伴いまして国の補助単価から見通しができないという中で、ちょっ

と単価の見通しが多かったということが理由になってございます。 

続きまして、一つとびまして、児童手当関係費でございます。中学校修了前のお子

さんを養育する保護者に児童手当の支給を行ってございます。支給額は、児童１人に

つき年齢に応じて１万５，０００円、１万円という形になってございます。年間延べ

支給児童は、２万９，４０９名でございます。 

続きまして、子育て世帯臨時特例給付金関係費でございます。消費税率引き上げの

影響を踏まえ、国の政策として子育て世帯に対して臨時的な給付を行ってございます。

平成２７年度についてはお子さん１人につき３，０００円を支給してございまして、

支給児童は２，３７３人ということになってございます。 

説明書は次ページをお開きください。 

○保険健康課長（亀井知之） 

決算書は９６ページに移ります。 

衛生費でございます。衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費、経常的一般管理費は

省略させていただきまして、次の３番、健康づくり推進事業費でございます。健康づ

くり推進協議会の委員報酬及び健康普及員の活動、ウォーキング促進等、健康保持に

係る費用を支出したものでございます。また、足柄上医師会や歯科医師会に対して運

営費助成を支出しております。 

また、日本一健康な町を推進するための血圧計の購入、ポイントラリーを実施する

ための費用を支出しました。ポイントラリーにつきましては、２０８件の参加がござ

いました。昨年は１９５件でございますので、若干増加をしているような状況です。

また、町のウオーキングコース、４コースございますが、こちらの看板等の整備の補

助金を活用して実施をいたしました。保健センター前の大きな看板及び全てのコース

の案内板を建て替えてございます。 

一つとびまして、５番、救急医療体制推進事業費でございます。地域の救急医療推

進体制に係る負担金等でございます。休日急患診療所及び広域二次病院群輪番制度、

こちらの二つに負担金を支出しているものでございます。 

続いて、食育推進事業費。食を通じた健康づくりを目的として、食育講座、食生活

改善推進員の育成講座、それに係る消耗品や報償費の支出でございます。また、食生

活改善推進協議会に委託しまして、親子の料理教室や男の料理教室、また生活習慣改
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善料理講座等の各種の講座等を委託、支出しております。 

一つとびまして、臨時的一般管理費。こちらは、職員の公用車の事故に伴う町の負

担分でございます。 

続いて、予防費、１番、保健予防事業費でございます。こちらは、メタボリックシ

ンドロームや生活習慣病予防の教室、健康相談を実施するための栄養士や講師等の報

償費の支出、また各種がん検診等の検診に必要な経費の支出でございます。受診者の

増加により、前年より８６万４，０００円の増額となっております。また、その他、

Ｂ・Ｃ型肝炎検査、後期高齢者健診の支出をしました。 

また、新規に後期高齢者の人間ドックを開始しまして、その助成経費を支出してお

ります。こちらについては、４７人の実績がございました。また、委託料に２２１万

５，０８６円の不用額が発生しております。こちらについては、各種の検診に対しま

して、当初の総定数と実績との差により精算をした結果によるものでございます。  

続いて、２番、感染症対策事業費でございます。感染症予防及び予防接種法等によ

る定期及び任意の予防接種の実施経費でございます。定期接種はＢＣＧや日本脳炎な

どの１２種類、任意接種は７５歳以上を対象とした高齢者肺炎球菌ワクチン等に支出

してございます。また、６５歳以上を対象に、検診車での地域巡回を行って結核検診

を行っております。６カ所、２１６人が検診を受けました。 

続いて、３、母子保健事業費でございます。母子保健法に基づく妊娠、出産、育児

等に関する各種事業、そのための医師や歯科医師、臨床心理士等に係る支出を行って

おります。また、妊娠の届け出があった方に対して母子健康手帳を発行しました。昨

年は１４５件でございました。また、妊婦健康診査の補助券の作成費用、乳幼児健診

等の費用を支出しております。さらに、地域の身近な相談役としての母子保健推進員

の活動の謝礼を支出しております。また、特定不妊治療費の助成事業を実施し、２６

組２１７万１，０００円を支出し、昨年より、こちらは７３０万円の増額となってお

ります。 

○環境防災課長（山口健一） 

続きまして、３目環境衛生費でございます。経常的一般管理費は省略させていただ

きます。グリーンリサイクルセンター利用促進事業費でございます。グリーンリサイ

クルセンターの施設等を購入し、指定管理者による管理を行いました。  

犬・猫飼育マナー向上事業費でございます。狂犬病予防法に基づき、犬の登録事務

及び狂犬病予防注射事務を行いました。また、猫の不妊・去勢手術の一部を助成しま

した。２０頭でございます。 

環境美化活動推進事業費でございます。きれいな町をつくる条例に基づき環境美化

推進協議会を運営し、環境美化に係る地域活動の助成を行いました。また、同条例に

基づき、開成クリーンデーを年２回実施いたしました。参加数は９，３３１人でござ

います。 

続きまして、自然環境保全事業費になります。町内１３カ所の河川の水質調査を継

続して実施してございます。また、水源環境保全・再生市町村交付金により、平成２
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２年度までに水質浄化対策を実施いたしました３カ所の水質調査を、こちらも継続実

施してございます。また、ホタルの保護を推進するため、ホタルの里づくり研究会に

助成を行ってございます。 

１ページ、おめくりください。 

小田原市斎場事務広域化推進事業費でございます。小田原市斎場事務広域化協議会

の構成町として運営経費を負担し、広域連携による事業の進捗を図ってございます。 

続きまして、ごみ処理事業費でございます。燃えるごみ、もえないごみ、粗大ごみ

などを委託業者による収集運搬及び処理ということで、適正に行ってございます。自

治会要望に基づき、ごみ置き場の工事を１カ所、行いました。また、ごみ焼却処理等

を行う足柄西部清掃組合への運営負担を行ってございます。足柄上地区のごみ処理広

域化推進のため、足柄上地区資源循環型処理施設整備調整会議の運営負担も行ってご

ざいます。 

ごみ処理の状況といたしましては、本冊子の１０１ページ以降に例年どおりの資料

を掲載しておりますので、後ほど御覧ください。町民の皆様に分別の徹底、ごみ削減

などの意識の浸透が進んだ結果だと思ってございますが、燃えるごみにつきましては

前年度より収集量が減少しております。また、このように収集量が減少したため、収

集運搬・処分委託料で２８８万円ほどの不用額が生じてございます。 

続きまして、環境基本計画と地球温暖化対策事業費は、省略させていただきます。 

新エネルギー導入促進事業費でございます。住宅にＨＥＭＳ、ホームエネルギーマ

ネジメントシステム及び太陽光発電システム等を設置する者に対して、その費用の一

部を助成するということで、全１０件ございました。 

続きまして、生活環境保全事業費でございます。年間１３７キロリットルのし尿を

委託業者により収集運搬を実施いたしました。また、し尿処理を行う足柄上衛生組合

の運営負担を行ってございます。 

続きまして、環境学習推進事業費でございます。町文化祭の日程にあわせまして、

エコ広場を開催いたしました。また、小学生学習用ごみ読本を印刷してございます。 

ごみ減量化推進事業費でございます。廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき

廃棄物減量等推進審議会を１回開催してございます。生ごみ処理設置推進制度により

まして、ベランダｄｅキエーロの普及を行いまして、３６件ございました。  

続きまして、資源化推進事業費でございます。資源ごみの収集及び再資源化を実施

しております。各地域の子ども会等による資源回収に対しても補助を行ってございま

す。また、使用済の携帯電話等の小型家電回収ボックスを役場及び福祉会館に設置し、

回収をしております。 

なお、こちらにつきましても、ごみ処理事業費と同様に資源ごみにつきましても、

全般的には収集量が前年度より減少しております。一部、プラスチック製容器包装ご

みは増加をしておりますが、これは、より分別が徹底され、燃えるごみからプラごみ

に正しく出されるようになった結果であると考えてございます。また、本事業につき

ましても、収集量の減少により収集処理委託料で３６１万円ほどの不用額が生じてお
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ります。 

○産業振興課長（遠藤孝一） 

農林水産業費に移ります。１、農業委員会関係費。農業委員会総会を通じ、農地法

に基づく許可、届け出等、適正な処理を行いました。また、研修会等に参加し、他市・

町と情報交換にスムーズな運営を行いました。 

農業総務費の２、町の花あじさい維持管理事業費でございます。あじさいの剪定、

施肥及び植えかえ等のあじさいの里の維持管理を行うとともに、あじさいの里親制度

の普及に努め、町の花あじさいへの愛着心と美化意識の高揚を図りました。 

一つとばしまして農業振興費、経営所得安定対策制度関係費でございます。国施策

である経営所得安定対策制度事業における農家の窓口として事務処理を行い、また農

家台帳の整備を行いました。 

４８、４９ページをお願いします。 

農業振興費の２、農業活性化推進事業費でございます。農政専門員を雇用し、農業

のあり方やその具体化を図るための検討と、町の特産品候補である開成弥一芋及びそ

の加工品の普及を行いました。弥一芋については、開成弥一芋ブランド化推進協議会

を中心に活動を展開し、また北部地域の農用地の保全と利用推進に関する誘導の方向

性を検討いたしました。 

一つとばしまして、４、開成ブランド創出事業でございます。開成町内で生産・開

発された農産物等を開成ブランドとして認定し、開成町を訪れた観光客等へ、おもて

なしや販路の拡大等により商工農政振興に寄与するため、認定審査会を１回開催して

ございます。 

その下、５、農業理解促進事業費でございます。これは、農業委員会の主催する米

栽培体験学習等を開催しました。 

○北部地域活性化担当課長（井上 新） 

６、地域再生計画策定事業費。こちらは、北部地域活性化事業の推進のため、地域

再生計画を策定いたしました。 

○街づくり推進課長（山口一夫） 

次に、農地費、一つとばしまして、２、土地改良施設整備事業費でございます。こ

ちらは、足柄上地区推進協議会等への負担金及び神奈川県市町村事業推進交付金、農

と緑の整備事業を活用した延沢地区内の舗装工事を実施いたしました。なお、工事請

負費に７４万円ほどの不用額が生じてございますが、こちらは工事などによる負担額

等によるものでございます。また、４事業ありまして、後ほど説明いたします事業に

つきましては、説明資料の資料として主要事業として添付してございますので、参考

にしてください。 

以上です。 

○産業振興課長（遠藤孝一） 

商工費の商工振興費、２、中小企業支援事業費でございます。町内の中小企業所が

円滑に運用資金を確保できるように、取り扱い金融機関へ資金を預託し、中小企業へ
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の経営安定に努めました。 

一つとばしまして、４、勤労者支援事業費でございます。これは、勤労者への生活

安定のための住宅取得の一部利子補助及び中小企業従業員の雇用安定のための退職

金の一部を補助したものでございます。 

一つとばしまして、６、プレミアム付商品券発行事業費でございます。これは、１

市４町で利用可能なプレミアム付商品券の発行を行ったもので、繰越明許事業でござ

います。 

観光費に移ります。１、あしがり郷瀬戸屋敷維持管理事業費でございます。都市住

民と地域住民との交流施設、生涯学習施設及び観光拠点施設として適切な管理を行い

ました。 

○北部地域活性化担当課長（井上 新） 

二つとびまして、４、あしがり郷拠点整備事業費。こちらは、北部地域の活性化に

向けた北部地域整備のためのあしがり郷拠点整備基本設計業務を委託いたしまして、

施策の具体化を進めました。 

１枚おめくりください。 

○街づくり推進課長（山口一夫） 

次に、土木費、土木管理費、土木総務費、経常的一般管理費でございます。こちら

は、道路照明電気代、関係団体への負担金、及び十文字橋災害復旧に係る償還分の負

担金でございます。なお、十文字橋の償還分の負担金でございますが、こちらは２２

年度から２９年までの８年間での返済となってございます。 

次に、道路橋りょう費、道路維持費、１、町道維持管理事業費でございます。こち

らは、町道が安全で快適に利用できるよう補修を実施するとともに、駅前広場等の清

掃、保守等を実施して適正に管理してございます。補修については、路面補修や防護

柵等の補修等、その他、町道の舗装・補修工事等を実施してございます。  

次に、２、道路緑化維持管理事業費でございます。こちらは、町道の環境維持のた

め、植栽等の剪定、消毒、除草等を実施してございます。こちらは、シルバー人材セ

ンター及び造園業者等への委託でございます。なお、決算書の１１４ページ、委託料

に８２万ほどの残額が出てございます、そちらは町道沿いの低木等の管理料の変更金

額などによるものでございます。 

次に、道路新設改良費、町道改良事業費でございます。こちらは、町道の拡幅整備

による交通の円滑化と狭小路線について、安全・安心な生活環境の形成と維持を目的

として整備を実施いたしました。整備箇所につきましては、記載のとおりでございま

す。 

一つとばしまして、開成駅周辺再整備事業費でございます。こちらは、開成駅東口

駅前広場について、足柄紫水大橋開通による交通量の増加に対応するために、開成駅

東口ロータリー改修工事を実施したものでございます。 

決算書の中で、工事請負費につきまして約２１０万ほどの残が出てございます。こ

ちらにつきましては、入札執行残等で生じた不用額でございます。  
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次に、橋りょう整備費、橋りょう整備事業でございます。こちらは、源治橋かけか

え工事の第１期工事として用水路の移設工事を実施いたしました。なお、こちらにつ

きましても決算書の１１６、１１７ページで記載してございます中で工事請負費につ

きまして約１６０万円ほどの不用額が生じてございますが、こちらにつきましても、

当初の設計段階での設計額の縮減及びそれに伴います入札執行残等によったもので

ございます。 

次に、河川費、河川維持費、水路維持管理事業費でございます。こちらは、良好な

河川環境維持のため、雨水調整池及び西口駅前ポンプ点検などの委託事業でございま

して、雨水調整池の堆積土搬出工事や水路の補修工事などの工事費でございます。ま

た、軽微な水路の護岸補修などの浚渫工事及び調整池などの堰に係る電気代などの支

出でございます。 

決算書の１１８、１１９ページ、委託料で約８７万円ほどの不用額が生じてござい

ますが、こちらは雨水調整池及び駅前ポンプ設計業務の設計代金の縮減及び入札執行

残などでございます。 

次に、都市計画費、都市計画総務費、一つとばしまして、７、産業集積促進事業費

でございます。こちらは、足柄産業集積ビレッジ構想についてございます。宮台北地

区について、南足柄市、竹松壗下地区と連携して事業を推進していくために、南足柄

市において測量調査、基本計画等の業務委託を実施しており、その負担金を支出して

いるものでございます。なお、支出割合は面積割合で算定してございまして、開成町

分は約１５％の面積となってございます。 

次に、一つとばしまして、公園費、１、公園維持管理事業費でございます。こちら

は、町民の憩いの場でございます公園を安心して利用できるよう、年間を通じて適正

に維持管理を行ったものでございます。 

次に２、公園整備事業費でございます。こちらは、公有地として松ノ木河原多目的

広場の用地測量を行ってございます。また、駅前公園灯補修工事及びあじさい公園人

道橋補修工事を実施してございます。 

決算書の１２０、１２１ページの中で、公園費の中で需用費に約８４万円及び委託

費で約９７万円の不用額が生じてございます。それにつきましては、需用費につきま

しては主に光熱水費の見通し金に対します残額でございます。こちらは、平成２７年

度は南部地区の公園の光熱水費が加わったことで見積もってございましたが、それと

あわせた全体の町内の光熱費が見通し金を下回ったものでございます。委託料につき

ましては、主に公園管理業務委託の作業量の減によりまして、発注した工事を変更、

減したものによる額でございます。 

以上です。 

○財務課長（田中栄之） 

失礼いたしました。決算書１２２ページに移ります。 

５項住宅費、１目住宅管理費、住宅維持管理事業費でございます。３団地４棟の町

営住宅の維持管理を行ったものでございます。平成２７年度は１件の退去がございま



－１８５－ 

したので、居室のクリーニングとリフォーム工事を実施しております。よって、退去

が１件にとどまったことによりまして、工事等で約１３０万円の不用額が生じてござ

います。 

説明書は次のページに移らせていただきます。 

○危機管理担当課長（渡邊雅彦） 

続きまして、消防費、消防費、常備消防費になります。事業名が広域消防推進事業

費になります。支出額は２億８，１６６万９，５１４円になります。常備消防費にな

ります。広域消防推進事業費といたしまして、常備消防組織である小田原市消防本部

におけます消防・救急業務等の運営費を負担いたしまして、住民の皆様の生活の安全

に努めたところでございます。昨年度に比べまして、４，４００万円ほど増額してお

りますが、これは前年度に比べまして退職職員が６人から１２人に倍増したため、退

職手当の増加によるものでございます。 

続きまして、非常備消防費、１番の消防団等活動推進事業費になります。こちらは、

１の消防団等活動推進事業費の中で非常備消防組織であります消防団本部、それから

７個分団の９９名の消防団員さんの報酬、出勤報酬、さらに平成２７年度末の退職い

たしました、５年以上勤務されている消防団員６名に対しまして退職報償金を支出し

ております。また、消防団員に係る経費といたしまして、５年以上勤務した方に対し

まして支給する退職報償金、それから公務災害補償に対する掛金の負担をしておりま

す。 

続きまして、一つとばしまして、消防施設費になります。１の消防施設整備事業費

になります。こちらにつきましては、消防力の維持向上のために車両の点検、維持な

どを行いました。また、ホース、街頭消火器等の更新を全町行っております。前年に

比べ２００万円ほど増額になっておりますが、こちらは特設第２分団詰所の下水道の

接続工事、それから消火栓ホース格納箱の購入などが要因となっております。  

次に、二つとばしまして、災害対策費の２、情報伝達体制強化事業費でございます。

防災行政無線の点検、それからバッテリーの維持管理等を行い、情報通信網の維持管

理を図ってまいりました。また、金井島公民館にございます防災行政無線の屋外子局

の放送塔の建てかえを実施しております。前年に比べ３９０万円ほど減額になってお

りますが、Ｊ－ＡＬＡＲＴの改修等を昨年度は実施したということが要因となってお

ります。 

次に、３番の地域防災力強化事業費になります。こちらは、主に防災安全専門員の

賃金、それから地域の防災リーダーを育成するための防災講座を６回実施しておりま

す。 

次に、災害対策推進事業費でございます。災害時に必要な資機材、食料などの整備

を行いまして、また、災害時用指定井戸の水質検査の実施をしております。また、今

年度、電柱に設置しております、広域避難所等の誘導表示の更新を実施いたしました。 

次に、５番の減災対策事業費でございます。道路等に面しました危険なブロックを

除去いたしまして、安全な工作物を設置いただいた所有者の方に補助金を交付してお
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ります。２件に対して交付いたしました。 

以上でございます。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

続きまして、教育費です。教育総務費、教育委員会費でございます。１の教育委員

会関係費。毎月１回定例会と臨時の教育委員会を開催し、教育に係る重要事項につい

て議論を行っております。昨年１０月から教育委員会制度を新制度に移行いたしまし

て、教育長と教育委員４名で教育委員会を担ってございます。支出については、委員

の報酬等となってございます。 

一つとばしまして、事務局費でございます。２、経常的一般管理費、こちらは教育

委員会事務局の円滑な運営と学校・幼稚園教育の向上、幼児、児童・生徒の健全育成

を目指しまして、学校教育事務の効率的な処理に努めております。 

なお、決算書の１２９ページにございます７番の賃金のところで１３７万１，００

０円と、あと２０番、扶助費の９９万６，０００円で不用額が生じてございます。賃

金につきましては、この後、説明いたしますけれども、９番の外国籍児童・生徒日本

語等事業で、対象となる児童が２名の予定でございましたが１名となりましたので、

その部分の賃金が不用額となってございます。 

扶助費につきましては、就学援助費でございますけれども、そちらを支出しており

ますが、そちらの執行残となってございます。 

続きまして、３番の就園・就学関係費となってございます。こちらは、学校生活を

送る上で特別な配慮が必要と思われます幼児、児童・生徒におきまして、通年での就

学相談や家宅訪問を行いまして、その子に合った支援を講じているものでございます。 

１枚おめくりください。 

一つとばしまして、５番、適応指導教室運営事業費でございます。こちらは、不登

校児童・生徒を対象としまして、細やかな教科指導等を行うためにカウンセリング等

を行ってございます。また、施設の老朽化によりまして、取り壊しとあわせて民間施

設の借り上げを行ってございます。 

続きまして、６番、学校校舎等整備事業でございます。こちらは、開成町立の小中

学校や校舎等の改修にあわせまして積み立てを行っております。昨年、開成幼稚園の

どんぐり広場の収容に係ります物件移設補償費の工事を行った残額の積み増しを行

っているものでございます。 

７番、ふれあい教育等研究推進事業費でございます。こちらは、各園・学校でそれ

ぞれの研究テーマを定めまして、それに沿って調査研究を行っております。これによ

り、教職員一人一人の意識改革や資質の向上に結びつけている事業でございます。  

８番、国際理解教育事業費でございます。こちらは、外国人講師２名を幼稚園、小・

中学校に派遣しまして、英語教育の充実と外国人に親しみが持てるよう派遣を行って

おります。また、小学校５年生を対象にいたしまして、様々な国の留学生を小学校２

校に招き、教科書で学べない体験を通した国際理解教育を行っております。 

続きまして、９番、先ほどもありました外国籍児童・生徒日本語指導事業費でござ
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います。こちらは、児童・生徒のみならず、対象となります保護者への連絡や教育相

談、そういったものについて寄与した事業ということで行ってございます。  

１０番、心の教室相談事業費でございます。こちらは、生徒が抱えている心の悩み

を解消するために心の教室相談員を配置いたしまして、生徒の悩みや不安、ストレス

などの軽減を図っております。相談件数は２００件となってございます。  

続きまして、幼小中高体験連携事業費でございます。こちらは、子どもたちの学校

間ですとか異校種間交流にとどまらず、教職員の交流にも役立っている事業というこ

とで計画実施をさせていただいております。 

１２番、児童・生徒安全対策事業費でございます。こちらは、関係機関と連携した

登校指導、下校時におきますパトロール活動など、多大な御協力をいただいておりま

す。それによりまして、子どもの安全確保に大きな成果をいただいております。あわ

せて、町では朝を中心に幼・小・中学校の警備管理業務を委託しておりまして、学校

へ来る子どもたちの安全・安心の確保を図っております。 

１３番、校務用パソコン配備事業費でございます。平成２７年度には幼・小・中の

教職員が使用する校務パソコンの更新を行っております。また、小・中学校分につき

ましては、セキュリティーの向上を図りながら学校での成績管理などの効率化を図り

まして、先生たちが子どもたちに向き合う時間の確保に役立てております。 

１４番、教育改革検証会議等事業費でございます。こちらは、開成町人づくり憲章

の教育委理念を具体的に実行するため、開成町教育振興基本計画の取り組みに対する

点検評価によりまして、次年度に向けた分析・提言を行っているものでございます。 

１ページおめくりください。 

とばしまして、１６番、就園・就学助成事業費でございます。こちらは、就学が困

難な児童・生徒の保護者に対しまして、教育に必要となります学用品等の援助を行っ

ております。また、特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者に対しましても、あ

わせて一部補助として保護者負担軽減を図っております。これによりまして、子ども

たちの安定した生活に寄与するものと思われます。また、私立幼稚園の設置者に対し

ましては、保育料等の減免等によりまして国で定めます範囲内において補助を行って

ございます。 

続きまして、１７番、学力向上推進事業費でございます。こちらは、教育に精通し

た教育指導員などを配置しまして、学校教育に関する専門的な事項、学校支援のため

のコーディネートを行いまして、学校全体の学力向上に寄与しているものでございま

す。 

１８番、コミュニティ・スクール推進事業費でございます。平成２７年度に開成幼

稚園にコミュニティ・スクールを設置、指定したことによりまして、開成町内は全校

が指定となりました。これによりまして、住民や地域が一体となった教育の実現に寄

与をしていきたいと考えてございます。 

続きまして、これから開成小学校費となってございます。この後、学校のほうに移

らせていただきますけれども、共通した事項、また類似した項目となりますので、開
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成小学校費で各事業を説明させていただきまして、その後、開成南小学校からについ

ては主要な部分について説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

まず、開成小学校の学校管理費、施設整備事業費でございます。こちらは、昨年度

のものとしましては、防災拠点になっておりますので、その機能の強化を図るため、

開成小学校では低学年棟の屋上に太陽光発電設備のパネルを設置、昇降口における蓄

電池の設置を行いまして、災害時に対応した拠点とすることとなってございます。あ

と、昨年度に予定しておりました運動場改修工事でございますけれども、こちらは予

算的には７，０００万ということで予定してございました。結果、中止となりました

ので、補正予算で減額とさせていただいております。そのうち、７，０００万円のう

ち３，０００万円については、基金を充てて工事を行うこととなってございました。 

続きまして、経常的一般管理費でございます。こちらは、各学校での円滑な学校運

営を図るため、生活支援者や低学年授業補助など人的支援を図っております。それに

よりまして、きめ細やかな授業を実施することができ、また子どもが快適に学校生活

が送れるよう各種点検等も行っているところでございます。 

続きまして、学校保健衛生関係費でございます。こちらは、子どもたちの健康保持・

増進を図るため、各種の健康診断等を実施してございます。 

４番、学校パソコン活用推進事業費でございます。こちらは、子どもたちがＩＣ機

器に触れ合う機会を設け、情報教育の充実を図るために事業を行っているものでござ

います。 

続きまして、教育振興費、教科等運営事業費でございます。こちらは、学校での各

教科に必要な教材、消耗品、教科備品等を購入しておりまして、円滑な授業運営に役

立てているものでございます。 

続きまして、教科外運営事業費でございます。こちらは、学校図書室の運営や図書

の購入、あるいは中学校で申しますと部活に必要な備品等の購入を行いまして、授業

以外の部分で子どもたちの活動する消耗品を支援するものでございます。 

３番、各種行事開催関係費でございます。こちらは、学校での入学式、卒業式や運

動会など、学校行事に関する費用でございます。これによりまして、地域の方とも触

れ合いを持つ機会にも役立っているものでございます。 

４番、経常的一般管理費。こちらは、郡の連合体育大会ですとか音楽祭等の参加費

用、あるいは各種負担金の支出を行いまして、地域内の学校との連携事業の開催等を

行っているものでございます。 

５番、教科用図書購入費でございます。平成２７年度には小学校分の教科書が改訂

となっております。普通の教科書、あるいは教師用の指導書等を購入しまして、授業

できめ細やかな対応ができるよう配付しているものでございます。 

続きまして、学校給食費、経常的一般管理費でございます。開成小学校におきまし

ては、給食調理を民間委託で行ってございます。そのほか衛生用品ですとか調理用品

等を購入して、安全・安心な給食の提供を行っているものでございます。  

２番、給食施設整備事業費でございます。こちらも同じでありますけれども、安全
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な給食を提供するため、備品の整備、改修工事等を行っているものでございます。  

１枚おめくりください。 

その前に、今は開成小学校費でございますけれども、決算書で申しますと１３２、

１３３ページの部分で下のほうになってございます。不用額の説明でございますけれ

ども、需用費が１３４万７，２９０円、不用額となってございます。こちらにつきま

しては、幼稚園以外の小・中学校でも新電力に切りかえる等、あるいは昨年末に太陽

光発電を設置しておりますので、その辺の節電、あるいは給食室をドライ運用という

ことでやっておりますので、そちらの節水、そちらが要因となりまして、こちらの不

用額が生じたものと考えてございます。 

続きまして、開成南小学校へ移らせていただきます。決算書では１３６、１３７と

なってございます。 

まず、学校管理費の経常的一般管理費でございます。こちらも開成小と同じであり

ますけれども、円滑な学校運営を図るため、生活支援員や低学年授業補助などの人的

支援によりまして、きめ細やかな授業の実施を行うことに提供しているものでござい

ます。 

一つとびまして、３番、学校パソコン活用推進事業費でございます。開成南小学校

につきましては、昨年度、パソコンですが、こちらの入れかえを行っております。パ

ソコンに加えまして、タブレット８台を導入しまして、子どもたちがタブレット等、

ＩＣに触れ合う機会を設けることができてございます。 

４番の施設整備事業費につきましては、掲示板ですとかテント、備品の購入をいた

しまして、子どもたちへの環境整備を図ることができました。 

とびまして、開成南小学校の学校給食費でございます。まず、経常的一般管理費で

ございます。開成南小学校でも、引き続き給食調理を民間委託で行うほか、必要な調

理用品等の購入を図り、安全・安心な給食の提供を図っております。 

２番の給食施設整備事業でございますけれども、こちらは児童数の増とか買いかえ

が必要な食器や、一部、給食室の壁の補修工事を行っているものでございます。  

続きまして、中学校費へ移らせていただきます。こちらの中学校費は、今度、決算

書では１４０ページ、１４１ページでございます。 

まず、学校管理費、２番の施設整備事業費でございます。文命中学校でも、安全・

安心な教育環境の改善を図るための各種工事と、防災拠点強化のために太陽光発電設

備を設置しております。中学校においては、特別教室棟の上にパネルを設置しまして、

蓄電池は、その１階部分に蓄電池を配置してございます。 

３番の経常的一般管理費でございます。中学校におきましても、学校生活支援員、

介助員を配置しまして人的支援を行っておりまして、こちらでも、きめ細やかな授業

の実施ができるよう体制づくりをしているものでございます。 

とばせていただきまして、１ページおめくりください。６０ページ、６１ページ、 

上から二つ目になりますけれども、学校給食費でございます。経常的一般管理費。

文命中学校では、安全でおいしい給食を提供するためということで、正規の職員と非
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常勤の調理員によります給食調理を行っております。その非常勤調理員の雇用や必要

な備品ですとか調理用品を購入しているものでございます。 

２番の給食施設整備事業費につきましては、給食室内のガス回転釜の更新や備品等

の購入を行ってございます。 

続きまして、幼稚園費に移らせていただきます。幼稚園管理費、幼稚園施設整備事

業費でございます。こちらは、昨年、２６年度にバス１台を更新しておりまして、２

７年度は、もう１台目のバスの更新を行っております。あと、先ほど申しました県道

の建設に伴います、どんぐり広場の移設工事を行っているところでございます。 

３番の経常的一般管理費。こちらにつきましても、幼稚園においても生活支援を始

めまして、非常勤の雇用等を行ってございます。これらによりまして、園児が快適に

生活のできる環境づくりなどを行っているところでございます。 

一つとばしまして、のびのび子育てルーム事業費でございます。こちらは、開成町

立開成幼稚園の特色であります、３歳児を対象としたのびのび子育てルーム、３歳児

のみで活動するすくすくルームを実施しまして、子どもだけでなく保護者も子育てに

喜びを持てるよう事業ということで行っているところでございます。 

６番、預かり保育事業でございます。こちらは、園児を一時的に預かることにより

まして、保護者の負担軽減ですとか子育て支援の一翼を担っている事業として実施し

ているところでございます。 

幼稚園は終了しまして、続きまして、下の社会教育費に移らせていただきたいと思

います。 

社会教育総務費でございます。１番、社会教育委員関係費でございます。こちらは、

社会教育委員会議におきまして、前年度に研究した子ども会のあり方について研究を

深めております。内容としましては、子ども会についての保護者の負担状況など、そ

ういったものを調査して研究を深めてまいっております。 

二つ目、生涯学習推進事業費でございます。こちらは、主に町民センターを活用し

た講座を開催しまして、地域住民のコミュニティづくりや、幼児から中学生を持つ保

護者の子育て施設として三歳児学級の開催でありますとか家庭教育学級の開催の支

援をしているものでございます。 

３番、文化財保護事業費でございます。こちらは、会議開催の委員報酬が主なもの

でございます。また、昨年度については、「開成町の代表的な樹木」の冊子を作成し

て配付を行っているところでございます 

４番、経常的一般管理費。こちらは、生涯学習事業や青少年育成などを進めるため

に必要な社会教育専門員の雇用、あるいは教育委員会が所管する団体への補助という

ことで行っているものでございます。 

次のページをおめくりください。 

５番の青少年健全育成推進事業費でございます。こちらは、青少年指導員が主催す

る各種事業を通じまして、リーダーの育成でありますとか、昨年は北海道幕別町から

子どもたちを招いております。それによりまして、子どもたちの交流を深めるような
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事業を行っているものでございます。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

続きまして、６番、放課後子ども教室推進事業費でございます。放課後に開成小学

校、開成南小学校の各施設を活用して週１回、放課後子ども教室を実施してございま

す。開催日等の内訳は記載のとおりでございますが、両校合わせて延べ４，１９９人

の参加がありました。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

続きまして、公民館費、図書室運営事業費でございます。こちらは、町民センター

図書室の運営に係る非常勤の雇用、あるいは図書購入を行いまして、図書室の充実と

利用者の利便性の向上を図っている事業でございます。 

○自治活動応援課長（遠藤直紀） 

続きまして、保健体育費、保健体育総務費、生涯スポーツ推進事業費でございます。

町民スポーツの振興を図るため、開成水辺スポーツ公園の指定管理者との共催により

ます各スポーツ教室、体育協会との連携協力によります自治会対抗競技大会を開催し

ました。また、全町民を対象としましたイベントとしまして、５月には開成町チャレ

ンジデー２０１５を実施し、１０月には町制施行６０周年記念町民体育祭を開催しま

した。また、全国大会の出場者１名に対し、トップアスリート大会出場奨励金の交付

をいたしました。 

続きまして、スポーツ推進委員活動事業費でございます。町で委嘱しておりますス

ポーツ推進委員によりまして、住民やスポーツ団体に対してスポーツに関する指導・

助言を行い、各種教室等を開催しました。 

続きまして、４、スポーツ団体・指導者育成支援事業費でございます。スポーツ指

導者を対象としましたセミナー等を開催するとともに、体育協会、パークゴルフ協会、

少年少女スポーツ団体、郡総体などの出場選手への活動助成を行いました。  

続きまして、総合型地域スポーツクラブ推進事業費でございます。開成町総合型ス

ポーツクラブが行う各種教室の開催等の事業運営に対する補助金を交付いたしまし

た。 

なお、この補助金につきましては、平成２７年度に財源となるスポーツくじ、いわ

ゆるｔｏｔｏ助成が不採択になったということから、平成２７年度中の補正予算、こ

ちらをお認めいただいたところでございますが、その内容としまして、次年度の申請

を目指してクラブで必要最低限の教室運営を行うという中で、説明資料に記載の内容

のとおりの６回の会議、６種目の教室を行ったというものに対する交付金でございま

す。 

続きまして、体育施設費、町民プール維持管理事業費でございます。町民プールの

一般開放を行うとともに、プール機能の維持管理のため、循環浄化装置、弁交換工事

を実施しました。 

続きまして、開成水辺スポーツ公園管理事業費でございます。開成スポーツパート

ナーズを指定管理者としまして公園の管理運営を行い、年間１１万８，７３６人の皆
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さんに御利用をいただきました。また、管理棟の屋根の塗装工事、及び公園内の遊具、

管理棟内のトイレ内装の修繕工事を実施しました。 

○財務課長（田中栄之） 

１０款公債費、１項公債費、１目元金、町債元金償還金、その一つ下になります、

１目利子、町債償還利子になります。こちらは、平成２７年度当初町債残高５５億８，

４９０万４，０００円に対する元金返済と、同じく利子返済に充てたものでございま

す。 

○危機管理担当課長（渡邊雅彦） 

続きまして、諸支出金になります。公営企業支出金、水道事業支出金、消火栓設置

費負担金になります。こちらにつきましては、消火栓設置費負担金といたしまして、

消火栓を１カ所、河原町に設置いたしまして、さらに消火栓ボックス、水漏れ等の支

障のあったボックスを２カ所、上延沢と中之名で交換いたしまして、こちらの工事に

関します経費を負担したものでございます。 

○財務課長（田中栄之） 

続きまして、２項基金費、財政調整基金費、財政調整基金積立金、一つ下、減災基

金費、１、減債基金積立金。どちらの基金におきましても、金融機関に預け入れによ

りまして生じた利子を積み立てものでございます。 

続きまして、決算書で説明をさせていただきます。決算書の１５６、１５７ページ

を御覧いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

１３款の予備費になります。予備費につきましては、事業の円滑な執行のため、７

３３万６，６６９円を各事業に充用してございます。備考欄の中で金額の大きいもの

を中心に、御説明をいたします。１５７ページを御覧ください。 

総務費、徴税費、賦課徴収費、償還金利子及び割引料へ、４４１万６，３４０円で

す。こちらは、税等還付金につきまして不足が生じたため充用したものでございます。 

続いて、１５９ページを御覧いただきたいと思います。 

上から二つ目になります。土木費、都市計画費、都市計画総務費、委託料へ、４９

万６，８００円でございます。こちらは、南部地区・地区計画の一部変更に係る図書

作成支援業務委託に充用したものでございます。 

歳出の説明は以上になります。 

続いて、次のページ、１６０ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書となります。区分、金額の順でございます。１、歳入総額５

２億５３５万６，０００円、２、歳出総額４８億８，２７２万７，０００円、３、歳

入歳出差引額３億２，２６２万９，０００円、４、翌年度へ繰り越すべき財源、（２）

繰越明許費繰越額３，２４９万円、計３，２４９万円、５、実質収支額２億９，０１

３万９，０００円、６、実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基

金繰入額０円。 

次に、財産に関する調書になります。黄色い差し込みの次のページ、１６２ページ

をお開きください。 
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財産に関する調書。１、公有財産、（１）土地及び建物、決算年度中に増減があっ

たものについて、御説明を申しあげます。 

まず、土地についてです。その他の行政機関、消防施設２２．５２平方メートルの

減、内容としましては、特設第１分団詰所、普通財産に変更により１３２．４５平方

メートルの減、みなみ地区に消防要地として寄附を受けました、１０９．９３平方メ

ートルの増がございましたので、その差し引きでございます。 

公共用財産としましては、公園０．０１平方メートルの減、松ノ木河原第１公園、

面積錯誤によりまして０．０１平方メートル減となっております。  

その他の施設、６４４．２１平方メートルの増。内訳としましては、みなみ自治会

館用地として寄附を受けました４１７．４０平方メートルの増、みなみ地区ごみ収集

施設としまして４３筆の移管を受けた１８２．００平方メートルの増、みなみ三丁目

防犯灯用地として２９筆の移管を受けました７．４８平方メートルの増、みなみ三丁

目企業用地として５３筆の移管を受けました２９．４９平方メートルの増、延沢公衆

トイレ用地計上漏れによりまして７．８４平方メートルの増となってございます。  

続いて、普通財産です。宅地としまして１３２．４５平方メートルの増、こちらは

特設第１分団詰所を普通財産に変更したことによりまして、１３２．４５平方メート

ルの増となったものでございます。 

（２）有価証券、（３）出資による減につきましては、年度中の増減はありません

でした。 

次のページ、１６４ページからの物品の説明は省略をさせていただきまして、続い

て１６７ページを御覧いただきたいと思います。 

３番、債券、そして４番、基金の表でございます。こちらにつきましては、四捨五

入になりまして千円単位で記載してございます。したがいまして、歳出決算額との比

較において千円単位で不整合となる場合がございますので、その点に御留意を願いた

いと思います。 

３番、債券です。（１）育英奨学金貸付金につきましては、平成２７年度中に２７

万３，０００円が返済されましたので、現在高は５０６万１，０００円となってござ

います。（２）国民健康保険高額療養貸付金は、実績がございませんでした。  

４、基金、（１）育英奨学金貸付基金、当該年度の返済分２７万３，０００円を積

み立て、年度末現在高は２，０６１万２，０００円でございます。（２）学校校舎等

整備基金、２７４万７，０００円及び利子収入８，０００円を積み立てまして、年度

末現在高は１億５１６万８，０００円です。（３）財政調整基金、１億円を取り崩し、

利子収入１９万８，０００円を積み立てましたので、年度末残高は２億９，９２３万

円です。（４）社会福祉基金、５万１，０００円を積み立て、年度末残高は５５万１，

０００円です。 

次のページ、１６８ページになります。 

（５）国民健康保険高額療養費貸付基金に変動はございません。（６）国民健康保

険財政調整基金も変動はございません。（７）減災基金、利子収入３万２，０００円
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を積み立てまして、年度末残高は１，２８５万１，０００円です。（８）商工振興事

業基金、変動はございません。（９）高額介護サービス費貸付基金、変動はございま

せん。（１０）介護保険財政調整基金、２，７００万円を積み立てまして、年度末残

高は５，９８４万７，０００円です。（１１）教育振興基金は、３万円を積み立て、

年度末残高は１０２万円です。 

右のページ、１６９ページに移ります。 

（１２）あしがり郷瀬戸屋敷基金、変動ございません。（１３）開成の夢を育てる

あじさい基金、１６万６，０００円を積み立てまして、年度末残高は１６７万円です。

（１４）公共施設整備基金は、８，０００万円を積み立て、年度末残高は２億７，０

００万円でございます。 

以上で一般会計の説明を終了いたします。 

○議長（茅沼隆文） 

以上で、認定第１号 決算認定について（一般会計）の細部説明を終了いたします。 

 


